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第１章 調査の概要 

１．調査背景・目的 

（１）調査背景 

近年、世界的な平均気温の上昇や雪氷の融解、海面水位の上昇が観測され、我が国におい

ても激甚な豪雨・台風災害や猛暑が頻発している。こうした異常気象の多くは地球温暖化の

進行に関係して拡大し、人為起源の温室効果ガス濃度の上昇が地球温暖化の原因であるこ

とが IPCC1によって報告されている。このため、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に

比べて 2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をするという目標2に向け、世界各国が温

室効果ガスの排出量を減らす取組みを加速的に進めており、我が国においては、2020 年 10

月に、2050 年カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言している。 

カーボンニュートラルの実現に向けては、国、自治体、企業等の各主体における取組みが

必要となる。2021 年 6月に策定された「地域脱炭素ロードマップ」3は、脱炭素を成長の機

会と捉え、自治体・地域企業・市民など地域の関係者が主役となり、地域課題の解決や、魅

力・質の向上につながる脱炭素に取り組むため、地域脱炭素の行程と具体策を示している。 

地域脱炭素においては、公共インフラ・構造物等の省エネ、持続可能な食料システムの構

築、再生可能エネルギー4（以下、「再エネ」という）の導入等の多様な取組みを通じ、地域

課題の解決が図られることが期待されている。中でも、「地域脱炭素ロードマップ」におい

ては、再エネの導入拡大が鍵となるとされ、エネルギーの地産地消を通じて地域経済の好循

環を生み出し、地域の産業育成・雇用創出や、地域住民の健康、自然共生等の地域貢献に資

することが期待されている。 

このような取組みを全国に広げていくには、各地の地域資源や課題に適した地域脱炭素

の取組みを公民連携で検討・推進することが有用となる。その際、次に示すような取組みの

意義や推進手法に関する情報提供が求められる。 

  

 
1 1988 年に WMO（世界気象機関）と UNEP（国連環境計画）のもとに設立された組織。各国の気候変

動政策に必要な最新の科学的知見についての取りまとめ、公表等を行う。 
2 2015 年 12 月の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議で採択されたパリ協定は、地球の平均気温の上昇

を 2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求することなどを目的としており、目的を

達成するため今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収のバランスを達成することを目指す。 
3 「国・地方脱炭素実現会議」（議長：内閣官房長官、副議長：環境大臣、総務大臣）により策定。 
4 再生可能エネルギーは、そのエネルギー源について、「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のう

ち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」（出

典：「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促

進に関する法律」）と定義されており、政令において、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱

その他の自然界に存する熱・バイオマスが定められている。 
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○地域脱炭素に取り組む意義に関する理解の促進 

・現在、各地で先行的な取組みが進められる一方、地域脱炭素に取り組む意義が明確で

ないため、取組みの具体的な方向や目指す姿を描くことができない自治体も多い。 

・地域脱炭素に取り組むことが地域にどのような成果をもたらすのか、自治体が地域脱

炭素に取り組む意義があるのか、具体事例に基づく情報提供が求められる。 

 

○地域脱炭素推進にあたり、多様な民間主体との公民連携手法、ノウハウに係る理解の促

進 

・先行事例等をみると、再エネのエネルギー源となる地域資源の洗い出しや多様な民間

主体との目標の共有、担い手の発掘や育成、地域内外の人材や企業とのマッチングに

おいて自治体が旗振り役となる事例や、民間事業者等の取組みを側面的に支援する

事例がみられ、公民連携による推進が効果的であると考えられる。 

・公民連携により取り組むメリットや、自治体が各地に適した公民連携手法を検討する

際に参考となる情報提供が求められる。 

 

図表 地域脱炭素への期待 

 
出典：地域脱炭素ロードマップ（概要）（国・地方脱炭素実現会議、R3.6） 
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（２）調査の目的 

本調査では、前述の背景を踏まえ、地域脱炭素に公民連携で取り組み、成果を上げている

事例に着目し、その取り組み時の課題設定や事業成果について整理、分析を行う。 

また、各事例の公民連携による自治体と民間主体との効果的な関わり方の調査を通じ、地

域脱炭素を推進する自治体にとって、参考となる資料として取りまとめることを目的とす

る。 

 

２．調査の進め方 

本調査は以下図表に示す調査フローで実施した。 

 

図表 調査フロー 

 
 

まず、地域脱炭素に係る動向等について文献調査等を行い、調査の背景、視点の整理を実

施した（手順①）。 

次に、「背景・視点の整理」を踏まえて約 30 事例程度のロングリストを作成した。さら

に、下記「事例分類の視点」に沿い、各事例のエリア、地域脱炭素の取組み、課題解決の内

容、公民連携方法の観点で分類し、下記「事例選定の視点」に沿ってヒアリング調査の対象

事例を 5 つ選定した（手順②）。 

ヒアリング調査では、対象事例の公民双方の関係主体へヒアリングを行い（手順③）、そ

の結果を、他自治体の参考となるよう整理・分析し、本報告書として取りまとめた（手順④）。 
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図表 事例分類の視点 

 
 

図表 事例選定の視点 

①自治体が積極的・効果的に関与していることが読み取れる事例 

②脱炭素を公民連携により取り組む「きっかけ」、「始まり」が明確な事例 

③人的・資金的資源が限られる小規模な自治体にとっても参考となる事例 

④地域脱炭素事業に係る固有の課題に対し、公民連携手法を用いて解決を図って

いる事例 

※上記の他、分野（地域資源）、自治体の関わり方など、網羅性に留意 

※自然エリアには漁村・海洋もあり、洋上風力発電、波力発電、潮流発電、海洋温

度差発電、ブルーカーボン（貯留）等の取組みが考えられるが、国主導の取組み

もしくは実証段階であるため、本調査では対象とせず、自然エリア（農山村）と

住生活エリアの２種類とした。 

※地域課題の解決に資する地域脱炭素の取組みを対象とするため、庁舎の ZEB 化

等、公共施設に限った取組みは対象外とした。 

 

３．取りまとめの視点 

調査の背景・目的を踏まえ、本調査の結果の取りまとめに当たり、大きく下記の２つの視

点で整理することとした。 

 

視点① 地域脱炭素に取り組む意義 

各事例における環境面、経済・社会面、財政面、事業者の成果及びこれらの成果に含ま

れる地域課題の解決への貢献を把握し、地域脱炭素に取り組む意義を整理する。 

 

視点② 地域脱炭素の効果的推進に資する公民連携のあり方 

各事例における事業段階ごとの公民の取組内容や、事業構築・推進における課題・対応

を把握し、公民連携で地域脱炭素を推進するにあたり、自治体及び民間主体に期待される

役割を整理する。  
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第２章 事例調査 

１．調査対象事例の概要 

（１）調査対象事例 

・調査対象事例としてヒアリングを行った事例の概要を以下に示す。 

・各事例の構築・推進におけるポイントを把握するため、自治体、民間事業者等の双方

にヒアリングを行った。 

 

調査対象事例一覧 

 

 
 

（２）FIT 制度・地域新電力の概要 

１）FIT 制度の概要 

・本調査で対象とした 5 事例のうち、3 事例（上士幌町、高山市、鳥取県）の発電事業

は、FIT 制度を活用した売電事業を行っているため、FIT 制度の仕組み、現状等につ

いて本項で概観する。 

・FIT 制度（「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」）は、再エネの普及を目的とし

た制度である。再エネで発電した電気を電力会社が一定価格で一定期間（発電規模が

10kW 以上の場合、20 年間）買い取ることを国が約束し、電力会社が買い取る費用

の一部を電気の需要者から賦課金という形で集めることで、発電設備の高い建設コ

主な地域課題と、主な取組公民連携事業手法民間事業者自治体事業名

地域課題:畜ふん尿の適正処理

•地域新電力設立
•発電事業（畜産バイオマス）
•余剰ガス利用（畜産バイオマス）

・地域新電力への出資
・発電事業者への融資等

•プラント運営会社
•㈱karch
•(有)ドリームヒル

上士幌町
（北海道）

畜産バイオガスプラント
発電・小売事業

地域課題:防災力向上、人口減少対策

•地域新電力設立
•発電事業（地元産天然ガス）
•PFIによる道の駅・賃貸住宅整備

PFI事業
（BTO方式、
一部BOO方式）

•PFI事業者（むつざわスマート
ウェルネスタウン㈱）
•㈱CHIBAむつざわエナジー

睦沢町
（千葉県）

天然ガス（地域資源）
を活用した分散型エネ
ルギーシステム等の構築
事業

地域課題:森林整備、域内経済循環

•発電・熱供給事業（木質バイオマス）
•木材の収集・流通事業

補助金、需要創出等
•飛騨高山グリーンヒート（同）
•NPO活エネルギーアカデミー
•笠原木材㈱

高山市
（岐阜県）

木質バイオマス
エネルギー事業

地域課題:域内経済循環、人口減少対策、
地域交通確保

•地域新電力設立
•その他、地域脱炭素事業

地域新電力への出資等•㈱能勢・豊能まちづくり能勢町・
豊能町
（大阪府）

廃棄物発電、太陽光
発電等を活用した地域
新電力事業

地域課題（行政課題）:施設老朽化

•PFIによる県営水力発電所再整備、運営

PFI事業
（BT方式＋コンセッショ
ン）

•PFI事業者（M&C鳥取水力
発電㈱）鳥取県鳥取県営水力発電所

再整備・運営等事業
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ストの回収の見通しが立ちやすくなるため、発電事業の促進が図られる仕組みであ

る。実際に、2012 年の FIT 制度の導入以降、再エネの導入量が制度開始前の約 4 倍

になる等、導入の拡大に寄与してきた。 

・しかし、日本の電力系統（送配電網）は、主として大規模発電所等と需要地を結ぶ形

で形成されてきたため、再エネ電源の立地ポテンシャルのある地域と送配電網の整

備が必ずしも一致しておらず、再エネの導入拡大に伴い系統の空き容量不足が顕在

化している。地域によっては主要な送電線の空き容量がほとんどなく、再エネ拡大に

おける課題となっている。今後、地域の再エネ等の電源も柔軟に活用する新たな電力

システムへと長期的に転換していくための環境整備が求められている5。 

 

FIT 制度の仕組み 

 
出典：資源エネルギー庁 HP 

 

２）地域新電力の概要 

・本調査で対象とした 5 事例のうち、3 事例（上士幌町、睦沢町、能勢町・豊能町）に

おいて地域新電力が設立・運営されているため、各事例の詳細を示す前提として、地

域新電力の概要を本項で示す。 

・地域新電力の定義は、環境省によれば、「地方自治体の戦略的な参画・関与の下で小

売電気事業6を営み、得られる収益等を活用して地域の課題解決に取り組む事業者」

とされている。 

・電力の地産地消や地域貢献等を目的に設立される場合が多く、地域経済循環や地域脱

炭素における担い手となることが期待されている。地域新電力の現状についてみる

と、設立数は 2018 年度をピークに鈍化傾向にあるが、2021 年時点で 70 以上7の地

 
5 「エネルギー白書 2022」（資源エネルギー庁、R4.6）等を基に記載。 
6 電力の供給システムは、発電部門、送配電部門、小売部門の大きく３部門に分類される。小売部門を担

うのが小売電気事業であり、需要家との契約（料金設定、手続）等を行う。また、需要家が必要とする電

力を発電部門から調達する。 
7 「自治体新電力の現状と発展に向けた検討」（京都大学大学院経済学研究科再生可能エネルギー経済学

講座ディスカッションペーパー,2021.11.26）によれば、次の条件に合致することが確認可能であった地域

新電力は 74 であった。①自治体から出資を受ける法人、②自治体と協定を締結している法人（協定に基

づき運営されている法人を含む）、③自治体が社員として構成されている一般社団法人、④2021 年 7 月ま
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域新電力が設立されている。ただし、最近の電力市場価格の高騰等の影響を受け、事

業環境は不透明な状況である。 

・また、地域新電力に限らず、小売電気事業者は、事前に計画した需要量と、実際の販

売量を一致させることが求められている。これは、電力の需要量と供給量の不一致に

より電気の品質（周波数）が乱れ、産業用の機器に不具合等が生じるのを防ぐことを

目的とした制度である。この制度により、計画値の需要量と実績値にズレが生じた場

合、その差分の補填等に係る費用を精算（インバランス料金）するよう定められてお

り、この差分が大きくなると地域新電力の収支に影響が出る。地域新電力の運営にお

いては、需給バランスを保つための体制や技術が求められる点に留意が必要である。 

 

  

 
でに小売電気事業者登録済み。 
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２．ヒアリング事項 

ヒアリング項目を以下に示す。各事例が関係する主な自治体及び民間事業者等にヒアリ

ングを実施した。 

 

主なヒアリング項目 
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３．事例調査結果 

（１）事例１ 畜産バイオガスプラント発電・小売事業 

～家畜ふん尿を活用した再エネによる適正処理の推進と酪農業の発展～ 

 

１）事業概要 

事業名 畜産バイオガスプラント発電・小売事業 

実施地 北海道上士幌町 

地域課題 
酪農規模拡大により増加した家畜ふん尿の適正処理及び今後の生産規

模拡大における方策 

課題解決手法 

（脱炭素手法） 

再エネ（畜産バイオマス） 

公民連携手法 
コンソーシアム運営、畜産版エネルギーマネジメントシステム構築、

地域新電力への出資、発電事業者への融資 

事業概要 

上士幌町における、家畜ふん尿を資源としたバイオマス発電・熱利

用の取組み。町内の酪農家から回収された家畜ふん尿によって計 7 基

のバイオマスガスプラントで発電がされており、うち２基分の電力が

地域新電力会社を通して公共施設、事業者、家庭向けに供給されるこ

とで、畜産バイオマスを核とした資源・経済循環、エネルギーの地産

地消が実現している。 

関係者 

公共 北海道上士幌町 

民間 
・プラント運営会社 

・株式会社 karch（以下、「㈱karch」という） 

・有限会社ドリームヒル（以下、「㈲ドリームヒル」という。） 

事業者の 

業務範囲 

プラント運営会社 

・バイオガスプラントの整備、運営を行う。 

 

㈱karch 

・地域商社であるが、小売電気事業者（かみしほろ電力）として登録。

町内の畜産バイオマス発電を町内需要家に供給している。 

 

㈲ドリームヒル 

・農業生産法人。バイオガスプラントを 2 基導入し、自社で発生する

家畜ふん尿による発電、熱利用を行う。 
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事業規模・補助

事業等 

・バイオガスプラントの設計・整備（一部）等：約５億円（北海道補

助事業（エネルギー地産地消事業化モデル支援事業）） 

・プラント運営会社（プラント 4基整備：総事業費約 44 億円、うち、

上士幌町融資（バイオマス利活用施設建設資金等約 4.5 億円）） 

計画における 

位置付け等 

・上士幌町の前総合計画の策定後に本事業の検討が開始されている

が、現在の総合計画（2022 年策定）に取組みの発展等が位置付けら

れている。 

 

２）関係者等情報 

ア）自治体 

自治体名 北海道上士幌町 

人口 4,778 人（令和 2 年国勢調査） 

面積 694.23 ㎢（令和 4 年全国都道府県市区町村別面積調） 

特徴 

位置・地勢 
・上士幌町は、十勝総合振興局管内の北部に位置し、東西 18.2ｋｍ、南
北 48.0km、面積 696.0 ㎢の南北に長い広大な面積を持つ町である。 

・日本最大の国立公園である大雪山国立公園の東山麓に位置し、町の面
積の約 76％以上を山林が占めており、その多くが国有林となっている。 

 

出典：上士幌町 HP 上士幌町町勢要覧資料編(2021 年版) 
 
人口・産業等 
・上士幌町の人口の推移は、国勢調査のデータによると、1995年の 13,608
人をピークに一貫して減少傾向であったが、2020 年には 4,778 人とな
り、2015 年の 4,765 人に対して、わずかながら増加となっている。 

・上士幌町の産業構造は、令和 2 年国勢調査の産業別就業人口をみると、
第一次産業が 858 人、第二次産業が 291 人、第三次産業が 1,327 人と
なっており、産業別では農業が 807 人で大きな産業である。 

・酪農業は、乳用牛が 2016 年の 18,132 頭から 2020 年には 23,175 頭と
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増加しており、同じく肉用牛が 18,258 頭から 24,158 頭に、馬が 23 頭
から 70 頭となっており、いずれも増加の傾向にある。 

・自然の恩恵を受けた畑作、酪農等の農業や林業などの第一次産業と、源
泉掛け流し温泉であるぬかびら源泉郷や幌加温泉、日本一広い公共育
成牧場のナイタイ高原牧場、北海道遺産旧国鉄士幌線コンクリートア
ーチ橋梁群などの観光産業が盛んな地域である。 

・スロータウンの理念のもと、それらの地域資源を活用しながら健康・環
境・観光と子育て・教育をコンセプトにまちづくりを進めている。 

出典：上士幌町 HP、「第 6 期上士幌町総合計画基本構想」等 

 

イ）主な民間事業者 

名称 （非公表）プラント運営会社 
本社所在地 北海道河東郡上士幌町字上士幌西 1 線 213 番地 1 
資本金 ― 
従業員数 8 名（令和 4 年度末時点） 
事業内容 ・バイオガスプラントの整備、運営を担うため、JA 上士幌町を筆頭株主

とし、酪農家、農機具メーカー等の出資により設立された。 
出典：町ヒアリング 

 
名称 株式会社 karch 
本社所在地 北海道河東郡上士幌町字上士幌東 3 線 227 番 1 
資本金 840 万円 

（上士幌町：500 万円、北海道ガス：100 万円、宝島社：100 万円、十勝
毎日新聞：100 万円、地元金融機関（帯広信用金庫、十勝信用組合）各 20
万円） 

従業員数 正規職員：1 名（上士幌町より出向）、地域おこし協力隊 3 名、パート・ア
ルバイト約 50 名 

事業内容 ・上士幌町の道の駅（「道の駅かみしほろ」）や観光施設の運営を行う地域
商社。旅行業や地域資源を活用した特産品開発等も行う。 

・資本金 840 万円のうち、500 万円を上士幌町が出資する第三セクターで
あり、2018 年に設立された。 

・設立と同年に小売電気事業登録を行い、「かみしほろ電力」として小売
電気事業を担う。 

出典：事業者 HP、ヒアリング 
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名称 有限会社ドリームヒル 
本社所在地 北海道河東郡上士幌町字居辺東 7 線 277 番地 
資本金 ― 
従業員数 87 名 
事業内容 ・2003 年に設立された農業生産法人。酪農業を営む。 

・2017 年以降、バイオガスプラントを 2 基導入し、自社で発生する家畜
ふん尿による発電、熱利用を行う。 

・6 次化事業にも取り組み、バイオガスプラントの余剰ガスを利用した施
設園芸、収穫物や自社牧場で生産した生乳等を利用したジェラート等へ
の加工・販売を行う。 

出典：事業者 HP 

 

ウ）主な事業関連施設・設備 

名称 プラント運営会社が管理するバイオガスプラント 5基 

所有者 4 基：プラント運営会社 
1 基：上士幌町 

施設・設備概
要 

合計 1,650kW（全て FIT 売電） 

整備費 総事業費：約 44 億円 

整備にあたり
活用した補助
事業等 

上士幌町約 4.5 億円融資（バイオマス利活用施設建設資金等、プラント 1
基）、㈱日本政策金融公庫融資（設備・機械等）、北海道信用農業協同組合
連合会融資（運転資金・設備） 

出典：町ヒアリング 

 
名称 ㈲ドリームヒルが管理するバイオガスプラント 2 基 
所有者 ㈲ドリームヒル 
施設・設備概
要 

1 号機：150kW×2（FIT 売電） 
2 号機：160kW×2（自家消費） 

整備費 ― 

整備にあたり
活用した補助
事業等 

・1 号機：余剰バイオガス活用のためガス配管等導入に補助金（北海道補
助事業「エネルギー地産地消事業化モデル支援事業」において上士幌町
により補助）を活用 

・2 号機：バイオガスプラント整備に補助金（農林水産省（畜産バイオマ
ス地産地消緊急対策事業、補助率 1/2））を活用 

出典：事業者資料 
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３）事例ヒアリング調査結果 

ア）事業概要・経緯等 

a）事業概要 

・上士幌町では、家畜ふん尿を資源としたバイオマス発電が行われており、バイオマス

発電による電力の一部が、地域新電力会社を通して町内に供給され、畜産バイオマス

を核とした資源・経済循環、エネルギーの地産地消を実現している。 

（本資料において、以下のとおり事業 1、事業 2 として整理する）。 

 

事業 1 

・現在、町内には 7 基のバイオガスプラントがあるが、所有者は 3 者に分かれている。

4 基は家畜ふん尿の適正処理のために設立された民間事業者であるプラント運営会

社が所有・運営を行い、1 基は上士幌町が所有しプラント運営会社が指定管理者とし

て運営を行っている。これらのうち 2 基による発電分を地域新電力会社である㈱

karch が買い取り、公共施設、事業者、家庭向けに供給し、エネルギーの地産地消が

成り立っている。 

 

事業 2 

・農業生産法人である㈲ドリームヒルも、バイオガスプラントを 2 基導入しており、1

基目では FIT 売電し、余剰バイオガスを燃料とした施設園芸に取り組んでいる。2 基

目は FIT 売電せず、電力の自家消費を行っている。 

 

体制図 

 

※再生可能エネルギー地産地消のまちづくりコンソーシアムは、北海道の補助事業「エネ

ルギー地産地消事業化モデル支援事業」を」受け、上士幌町、JA 上士幌町、プラント

運営会社、北海道ガス㈱、㈲ドリームヒル、㈱karch により構成。  

㈲ドリームヒル

㈱karch
（地域新電力）

売電収入

北海道ガス

バイオガスプラント

プラント運営会社

バイオガスプラント

特定卸売契約

FIT売電

電力 特定卸売契約 料金

ビニール
ハウス

余剰
ガス

北海道
電力

FIT売電 売電
収入

ガス管等
整備を
補助

電力
販売

融資

出資

1基目 2基目

事業１

上
士
幌
町

需要家（酪農家、町民、
JA、道の駅等公共施設）

事業2

牛舎等

電力
自家
消費

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
産
地
消
ま
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づ
く
り
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※

北海道電力
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バイオガスプラント所有者等 

所有者 バイオガスプラント数 運営者 

上士幌町 1 基 プラント運営会社 

プラント運営会社 4 基 プラント運営会社 

㈲ドリームヒル 2 基 ㈲ドリームヒル 

 

 

プラント運営会社所有のバイオガスプラント 

（家畜ふん尿を収集し（写真左）、発酵槽（写真右）で家畜ふん尿を発酵させてバイ 

オガスを発生させ、発電機（写真右）で発電を行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：上士幌町 

 

㈲ドリームヒル所有のバイオガスプラント 

（発酵槽（写真左）は密閉されているが、覗き窓からガス発酵状況を目視出来る。発電

機（写真右）で発電を行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査時撮影 
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㈱karch の事業内容 

（地域商社とした多様な事業を担い、その１つとして小売電気事業を行う地域新電力

としての役割を担う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：㈱karch HP 

 

b）事業背景・経緯 

①事業背景 

・上士幌町では、酪農規模の拡大による家畜ふん尿の増加により、今後更なる生産基盤

拡大を鑑みた時、整備済の貯蔵施設では困難な状況にあったため、畜産バイオマス発

電に取り組む契機となった。従来から上士幌町と農業協同組合は協調して農業畜産

振興事業に取り組んでおり、上士幌町は、これらの課題に、まちづくりや環境面を考

慮し、農業協同組合や農家が進めるバイオガスプラントを活用したふん尿処理の支

援に取り組むものとした。 

 

②事業経緯 

・2014 年に上士幌町、JA 上士幌町、十勝農業改良普及センター、酪農・ 畑作各振興

会（農家）により「家畜糞尿処理対策関係者等会議」を設置し、課題への対応策の検

討を開始した。また、上士幌町内の酪農家・畜産農家への全戸訪問ヒアリングも実施

し、これらの結果や周辺自治体の取組みも参考にしながら、家畜ふん尿の適切な管理

を目的に、バイオガスプラントを導入する方針とした。2015 年には事業可能性調査

において設置場所や基数等の具体的な検討を行い、2016 年にプラント整備計画を策

定。また、同年にバイオガスプラントの設置から運営までを担う民間の取組主体とし

て、プラント運営会社が設立された。以降、プラント運営会社により 4 基、上士幌町



  

16 

により 1 基のバイオガスプラントが建設されている。 

・このような取組みと並行して、農業生産法人である㈲ドリームヒルにおいては、自社

で発生する家畜ふん尿の適正処理の必要性からバイオガスプラントの整備を検討（1

事業者としての家畜ふん尿の排出量が多いため、プラント運営会社との合同処理で

はなく、㈲ドリームヒル独自のバイオガスプラントを導入することとなった）。2017

年に 1 基目を、2021 年に 2 基目を整備している。 

・上士幌町では、北海道の補助事業「エネルギー地産地消事業化モデル支援事業」を活

用した事業可能性調査や、「上士幌町エネルギー地産地消のまちづくりに関する連携

協定」（上士幌町、JA 上士幌町、プラント運営会社、㈲ドリームヒル、北海道ガス㈱

の 5 社が参加。以下、「連携協定」という。）における検討を経て、畜産バイオガスプ

ラントで発電された電力を活用したエネルギーの地産地消に取り組むことや、発電

時の廃熱や余剰ガスを活用した事業展開による地域発展を目指す目標を共有してい

る。 

・エネルギーの地産地消のためには、地域新電力会社が必要であることから、2018 年、

地域商社である㈱karch が小売電気事業者として登録を行い、2019 年より小売電気

事業を開始している。 

 

主な事業経緯 

時期 主要な出来事・その背景  

2011 年 ・上士幌町農業再生協議会を設立 

2014 年 
・上士幌町農業再生協議会内に、家畜糞尿処理対策関係者等会議を設置 
・上士幌町、上士幌町内酪農・畜産農家全戸ヒアリング実施 

2015 年 ・上士幌町、事業可能性調査実施 

2016 年 ・上士幌町バイオガスプラント整備計画策定 

2017 年 

・プラント運営会社設立、バイオガスプラント整備開始 
・プラント運営会社、バイオガスプラント 3 基整備 
・上士幌町エネルギー地産地消のまちづくりに関する連携協定締結 
・㈲ドリームヒル、1 基目整備 

2018 年 ・㈱karch、小売電気事業者登録 

2019 年 
・㈱karch、小売電気事業開始 
・プラント運営会社、バイオガスプラント 4 基目整備 

2020 年 ・上士幌町、バイオガスプラント 1 基整備 
2021 年 ・㈲ドリームヒル 2 基目整備 

 

イ）公民連携 

a）公民連携の背景と各主体の取組み 

①畜産バイオマス発電事業者（プラント運営会社） 

・バイオガスプラントは、畜産農家が自家利用のために設置する個別型のバイオガス

プラントと、複数の畜産農家の家畜ふん尿をまとめて扱う集合型に分類される。上

士幌町では集合型のバイオガスプラントの整備にあたり、整備・運営の取組主体と
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して、2017 年、プラント運営会社を設立した。JA 上士幌町を筆頭株主とし、畜産

農家 53 戸、農機具メーカー等が出資を行っている。同年より、プラント運営会社

は民間事業者としてバイオガスプラント整備の検討を開始している。 

・2017 年に、上士幌町は、JA 上士幌町、㈲ドリームヒルと北海道ガス㈱とともに連携

協定を結び、上士幌町内のバイオガスプラントで発電された電力の地域内供給を目

指すこととなり、プラント運営会社が運営するバイオガスプラント 5 基のうち 2 基

によって発電された電力が、北海道ガス㈱を通し㈱karch によって上士幌町内に供給

されている。 

 

②地域新電力事業者（㈱karch） 

・㈱karch は、上士幌町の新たな観光拠点施設（ナイタイテラス：2019 年にリニュー

アルオープン、道の駅かみしほろ：2020 年新規オープン）の運営において、上士幌

町の意向を反映した事業の担い手が求められたことを契機として、2018 年に設立さ

れた地域商社である。設立にあたり、資本金 840 万円のうち上士幌町が約 6 割にあ

たる 500 万円を出資しており、北海道ガス㈱や旅行会社、地域の金融機関等も出資

を行っている。 

・会社設立当初、地域新電力事業は予定されていなかったが、既述のとおり、畜産バイ

オマス発電による電力を上士幌町内に供給するための主体が必要となり、㈱karch が

小売電気事業を担うこととなった。 

・小売電気事業の安定した収益源を確保するため、上士幌町内における規模の大きな需

要家である上士幌町有施設や JA の施設と力供給契約を締結。2019 年 2 月の事業開

始時点では約 190 件、2022 年 9 月時点では約 450 件の需要家と契約し、上士幌町内

に電力を供給している。 
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かみしほろ電力の販売フロー 

 

出典：北海道 HP（「エネルギー地産地消事業化モデル支援事業」） 

 

③畜産バイオマス発電・熱利用事業者（㈲ドリームヒル） 

・㈲ドリームヒルがバイオガスプラント 2 基を導入するにあたっては、上士幌町の補

助等は受けていない。1 基目は FIT 売電することで投資回収を目指し、2 基目は FIT

売電の認定を受けることは出来なかったものの、農林水産省の補助事業を活用して

イニシャルコストの半分を賄い、また、電力は自家消費を行っている。 

・１基目のバイオガスプラントで発生するガスのうち、発電に使用しない余剰ガスによ

り熱を得て、施設園芸に活用しているが、このガス配管の整備において、北海道の補

助事業を活用している。連携協定に基づく発電時の廃熱や余剰ガスを活用した地域

発展を目指す目標の共有を契機とし、また、上士幌町が企画したドイツの先進地視察

へ当社が参加したことで、余剰ガス利用による施設園芸の参考となっている。 

 

b）公民連携における行政の役割 

・上士幌町は、バイオガスプラントの導入検討当初から、JA 上士幌町及び関係機関と

協調しながら、本事業を推進してきた。 

・バイオガスプラントの導入を検討する組織である「家畜糞尿処理対策関係者等会議」

の上部団体である「上士幌町農業再生協議会」の事務局を上士幌町が務める等、従来

から上士幌町と JA 上士幌町が連携して農業畜産振興事業に取り組んできた。 

・このような実績を基に、家畜ふん尿の適正処理に向けたバイオガスプラントの導入に

おいても、上士幌町と JA 上士幌町が連携し、検討を進めた。 
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・具体的には、上士幌町は町内の酪農家・畜産農家への全 84 戸への訪問ヒアリングを

行う等、事業検討において必要となる上士幌町民の意向や家畜ふん尿の排出量の把

握に努めた他、バイオガスプラントから発生する消化液を耕種農家へ提供すること

を検討する等、地域の課題解決と畜産バイオマス発電の効果を上士幌町の活性化に

資する方策を検討した。 

・バイオガスプラント整備の総事業費は約 44 億円であったが、上士幌町は資金的な援

助として、プラント運営会社へ融資（4.5 億円）を行っている。当初、融資ではなく、

上士幌町の資金によるバイオガスプラント整備へのニーズも把握されていたが、上

士幌町は民間事業者によってバイオガスプラントが整備されることが重要と考え、

融資（有利子）という形で支援した。 

・バイオガスプラントの整備に当初は国の補助事業を活用することでイニシャルコス

トの低減を予定していたが、補助事業の性質や工期を鑑みて早期整備を優先した。こ

のような背景を踏まえ、上士幌町は初期投資の一部を融資した。また、地域新電力で

ある㈱karch に対し、人的支援（正規職員 1 名が上士幌町より出向、地域おこし協力

隊を職員として 3 名派遣）を行っている（地域商社としての業務と兼任）。 

・地域商社が赤字経営に陥ることのないよう、人的支援という形で支援を行い、独立採

算を将来的に見据えた支援を行っている。 

 

ウ）事業成果 

a）環境面の成果 

・バイオガスプラントは、家畜ふん尿を発酵させてメタンガスを発生させ、そのメタン

ガスの燃焼により発電を行う仕組みである。発酵は密閉された発酵槽で行うため臭

いが発酵槽外部へ漏れることはなく、取組契機となった家畜ふん尿による悪臭の軽

減に貢献している。 

・バイオガスプラントの発電量（1,810 万 kWh）は上士幌町の一般家庭、町内主要施

設の総電力使用量（約 1,800 万 kWh（想定値））を上回っており、これらの需要に対

しては電力需給バランス上 100％バイオガスプラント由来の再エネとなっている（地

域新電力会社㈱karch はバイオガスプラント 2 基分の再エネを上士幌町内に供給し

ており、販売する電力の再エネ率は 80～90％となっている）。 
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バイオガス発電の仕組み 

 

出典：上士幌町 

 

b）経済・社会面の成果 

・地域経済面の成果は、地域新電力は従来と比較して 2～5%程度安価な電力を販売し

ており、地域新電力と契約した需要家における電気料金の削減効果が想定される。さ

らに、従来は域外の事業者と契約することで域外に流出していた電気料金が、上士幌

町内の事業者である地域新電力との契約によって上士幌町内に留まることで電気料

金の域外流出が抑制されるため、域内での経済循環が創出される成果が期待される。 

・また、㈲ドリームヒルにおいては、余剰バイオガスを活用した施設園芸を行っており、

畜産バイオマスを活用した地域に新たな事業が生まれている。 
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c）財政面の成果 

・前述のとおり、地域新電力は従来と比較して 2～5%程度安価な電力を販売している。

上士幌町は公共施設の需給契約を地域新電力に切り替え、電気料金が削減されてい

る。 

 

d）事業者の成果（短期・中長期的） 

・道の駅の運営等を行う㈱karch においては、小売電気事業にも取り組むことで、小売

電気事業としての収益（直近約 20 百万円）を確保している。 

・㈲ドリームヒルにおいては、余剰ガスを活用した施設園芸に取り組むことが、企業・

酪農業へのイメージの向上に役立つと考えている。 

 

エ）苦労した点・類似事業で想定される課題等 

・以下では、ヒアリングから把握された、本事例に取り組むにあたって特に苦労した点

や、類似事業で想定される課題を整理する。 

 

〇畜産バイオマス発電事業について 

売電に関する課題 

・上士幌町内のバイオガスプラント 7 基のうち、6 基のプラントでは FIT 売電により

収支が成り立っている。しかし、今後のバイオガスプラント整備事業においては、北

海道の大部分の地域で系統の空き容量不足等により、発電した電力の全量を FIT 売

電出来ず、売電収入の確保が困難になると想定される。売電による収益確保のみを目

的とする事業は成り立ちにくく、糞尿の適正処理という喫緊の課題の解決手段とし

て畜産バイオマスを活用する状況が事業成否の分かれ目。㈲ドリームヒルの 2 基目

は FIT 売電をしておらず、この場合のように糞尿の適正処理ニーズがあれば、補助

事業を活用してイニシャルコストを低減しながら導入する方法も考えられる。 

・また、事業開始 20 年が経過した FIT 期間終了後の収益性の確保策を検討する必要が

ある。 

・この他、畜産バイオガスプラントの運営は、土地の気候、風土や資源の特性に生物学

的コントロールが要請されるため、日々の試行錯誤による安定稼働が求められる。 

 

〇地域新電力事業について 

事業採算性に関する課題 

・小売電気事業では、多くの地域新電力が直面する課題として、卸電力市場から仕入れ

る電力量と、顧客に販売する量のバランシングが困難であることが挙げられる。㈱

karch は約 450 件の需要家と契約しているが、契約者数が少ないため個別の契約者

の需要量変動が全体に与える影響が大きく、仕入れ量と販売量に一定量以上の不一

致が起きた場合に生じるペナルティの精算は、事業採算性に大きく影響する。そのバ
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ランスを取り、さらに 24 時間監視し続けることは規模の小さな地域新電力において

は困難である。例えば、自社でバランシングを試みると、需要量の変動を吸収できる

規模の契約数が求められるが、それに伴う管理費用の増加が見込まれる。このため、

当社では、北海道ガスがバランシングを行う体制としている。 

・過去の第三セクター（農業関係）の失敗事例の反省から、町民は赤字に対して敏感で

あり、将来的なランニングコストの増加、赤字化への懸念が大きい。事業運営に際し

ては、これらの点を、町民にしっかり説明していく必要がある。 

・現在、燃料高、円安等により地域新電力を取り巻く事業環境は厳しい。また、これら

事業環境上の課題がなかったとしても、電気料金には価格競争力が求められるため、

大手の既存事業者との競争が生じる点を理解しておく必要がある。 

 

設立に関する課題 

・㈱karch のように母体を持たない会社にライフラインインフラである小売電気事業

を任せることは通常困難であり、資源エネルギー庁への設立登録申請時に手間を要

したが、地域のバックアップとして、事業計画に上士幌町や JA に電力を供給するこ

とによる収益基盤の確保を盛り込み、申請が認められた。 

 

オ）他自治体へのアドバイス 

以下では、ヒアリングから把握された、他自治体へのアドバイスを整理する。 

 

・北海道においては、現在、新規の FIT 売電においては発電した電力の全量を FIT 売

電出来ず、売電収入の確保が困難になると想定されるため、畜産バイオマス事業を単

独の経済事業として成立させることは採算性の観点からは困難である。家畜ふん尿

の適正処理が課題となっており、その解決のために畜産バイオマスの活用を目指す

ことで成立している。 

・このため、FIT 売電期間の終了後、どのように事業採算性を確保していくかは今後の

課題である。 

・地域新電力会社の事業環境は、燃料高や円安といった外的要因の他、需要家の拡大の

ためには、エネルギーの地産地消という目標の共有だけでなく価格の面でも競争力

を持つ必要があるため、事業環境は厳しいものであることを理解する必要がある。 

 

カ）今後の拡充予定等 

・上士幌町は、農業基盤が安定していることもあり、平成の大合併の際から自主自立の

道を選択してきた。ふるさと納税に全国的にもみても早期から取り組む等、先進的な

取組みを行ってきた自治体である。 

・バイオガスプラントによって上士幌町内のエネルギー自給率は既に 100％（上士幌町

の一般家庭、町内主要施設の総電力量（想定地））を超えているが、上士幌町は 2022
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年に脱炭素先行地域に選定されており、今後さらなる取組みを行う予定である。

SDGs に取り組むこと、脱炭素先行地域を目指すことの目的は、関係人口の創出、移

住の推進、企業の投資を呼び込むこと、例えばサテライトオフィスが増えること等、

脱炭素を手段とした持続可能なまちづくりを推進することである。 

・具体的には、供給側の取組みとして再エネ普及拡大、需要側の取組みとして㈱karch

が上士幌町内発電所による再エネを購入した上で上士幌町内顧客を拡大することと

しており、エネルギーの地産地消をさらに推進する。再エネの供給源として 2022 年

10 月より再エネ交付金を活用して上士幌町民・町内事業者向けに太陽光パネル設置

の補助金を設ける他、上士幌町有地に太陽光パネルを設置するなど、更に再エネ導入

を進める。 

・需要側でのエネルギー使用量削減策としては、庁舎の耐震化が求められることもあ

り、改築による庁舎の ZEB8化を目指している。LCC9の観点から建て替えではなく改

築・減築を選択し、再エネ交付金の他、過疎債等の財源を活用する予定である。この

他、上士幌町内の住宅の ZEH10化支援にも取り組む。 

 

上士幌町の脱炭素先行地域概要 

 

出典：【北海道上士幌町】脱炭素先行地域提案概要 

 

４）ヒアリングを踏まえた考察 

ア）事業構築に係るポイント 

・上士幌町は、バイオガスプラントの導入検討当初から、JA 上士幌町及び関係機関と

協調しながら、本事業を推進してきた。具体的には、上士幌町内酪農・畜産農家全 84

戸への訪問ヒアリングにより、農家によってはバイオガスプラントの整備を望んで

 
8 ZEB（ゼブ（Net Zero Energy Building））とは、省エネ（躯体の断熱性能の向上と高効率設備導入）

と創エネ（太陽光発電等）により、エネルギー消費量の収支を概ねゼロ以下とする建築物を指す。 
9 LCC（Life Sycle Cost）とは、建物の計画・設計・施工・維持管理から、解体・廃棄に至るまでに要す

る費用の総額を指す。 
10 ZEH（ゼッチ（Net Zero Energy House））とは、ZEB 同様、高断熱・高気密化、高効率設備によって

使うエネルギーを減らしながら、太陽光発電などでエネルギーを作ることで、消費する住宅の正味のエネ

ルギー使用量を概ねゼロ以下とする住宅を指す。 
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いるとの意向を把握し、プラントの整備計画の策定を行った。 

・また、上士幌町では、畜産バイオマス発電事業を契機とした地域発展を目指して事業

を構築してきた。具体的には、上士幌町や発電事業者等が「上士幌町エネルギー地産

地消のまちづくりに関する連携協定」を締結し、電力の地産地消や余剰ガスを活用し

た事業展開による地域発展を目指すという目標を共有している。実際に、㈲ドリーム

ヒルでは、発電事業だけでなく、2019 年より、余剰ガスを活用したビニールハウス

栽培を行い、畜産バイオマスを活用した新たな事業につなげている点も本事例の特

徴である。 

・FIT 売電や設備導入に係る補助金の活用を加味してもバイオマスガス発電事業は収

支相償だが、上士幌町と地域主体が連携しながら、安定した再エネ電源確保、液肥活

用等の面で推進する意義のある事業として地域課題の解決に資する地域脱炭素事業

が構築されている。 

 

イ）事業体制の構築・事業実施における課題とその対応策 

a）発電、小売電気事業の担い手が必要 

・本事業においては、畜産バイオマス発電の担い手と、発電した電力を上士幌町内に販

売するための小売電気事業の担い手が必要とされた。畜産バイオマス発電について

は、その資源となる家畜ふん尿の排出事業者である酪農家と JA 等の出資により設立

されたプラント運営会社が、バイオガスプラントの整備段階から事業の担い手とな

った。また、小売電気事業については、既存の地域商社である㈱karch を担い手とす

ることで、効率的に事業を実施できる体制とした。 

・また、小売電気事業においては、電力の需要と供給をマッチングさせる必要がある。

需要量の想定外の変動が事業リスクとなるが、北海道ガスとの連携（調整力）により

対応している。 

 

b）発電事業、地域新電力の事業性確保 

・畜産バイオマス発電は高額の初期投資を要する事業であるが、FIT 売電の電力料金を

受領し、事業性を確保している。当初は国の補助事業を活用することでイニシャルコ

ストの低減を予定していたが、補助事業の性質や事業内容を鑑みて早期に整備する

ことを優先した。 

・地域新電力においては、ある程度の大口の需要家と契約し、事業規模を確保する必要

がある。事業開始時には、公共施設や JA の施設と契約を予め締結しておき、一定規

模の需要家、収益源を確保している。また、北海道ガスと連携し、畜産バイオマス発

電による電力（2 基分）を固定価格で購入しており、電力市場価格の高騰リスクを軽

減し、事業性の確保に貢献している。 
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（２）事例２ 天然ガス（地域資源）を活用した分散型エネルギーシステム等の構築事業 

～分散型エネルギーシステムの構築による防災、移住促進を目指したまちづくり～ 

   

１）事業概要 

事業名 
天然ガス（地域資源）を活用した分散型エネルギーシステム等の構築

事業（むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業） 

実施地 千葉県睦沢町 

地域課題 
道の駅の老朽化、少子高齢化、先進予防型まちづくり、防災施設の整

備、地元資源（天然ガス）の有効活用 

脱炭素手法 再エネ（天然ガスコージェネレーション・太陽光・太陽熱） 

公民連携手法 PFI（BTO 方式（健康支援施設は BOO 方式）） 

事業概要 

睦沢町における、「健康づくり」「定住促進」「地域活性化」「地域防

災」の拠点となる健康支援型「道の駅」及び子育て世代を中心とする

町営の「地域優良賃貸住宅」を備えた「むつざわスマートウェルネス

タウン」（以下、「SWT」という）を PFI 事業で整備。また、SWT に

おいて、地域資源（天然ガス）を活用したコージェネレーションシス

テム等による電気・熱を供給する分散型エネルギーシステムを構築し、

地域新電力会社を立ち上げる事業を、一体的に実施。 

関係者 

公共 千葉県睦沢町 

民間 

・むつざわスマートウェルネスタウン株式会社 

（以下、「むつざわスマートウェルネスタウン㈱」という。） 

・株式会社 CHIBA むつざわエナジー 

（以下、「㈱CHIBA むつざわエナジー」という。） 

事業者の 

業務範囲 

むつざわスマートウェルネスタウン㈱（PFI 事業者） 

・PFI 事業による、道の駅と地域優良賃貸住宅の一体的な整備（施設

の設計、建設、維持管理及び運営業務） 

 

㈱CHIBA むつざわエナジー（地域新電力） 

・SWT における天然ガス発電、送配電及び熱供給事業 

事業規模・補助

事業等 

PFI 事業 

・検討時の調査費用：8,100 千円（国土交通省「先導的官民連携支援

事業補助金」8,100 千円） 
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・事業費：約 27 億 7 千万円（社会資本整備総合交付金、農山漁村振

興交付金、地方創生推進交付金より約 6 億 7 千万円） 

地域新電力事業 

・出資金：5,000 千円（補助金活用なし） 

計画における 

位置付け等 

・SWT におけるエネルギーサービス事業等が総合戦略（2015 年策定）

の重点プロジェクトとして位置づけられている。 

 

２）関係者等情報 

ア）自治体 

自治体名 千葉県睦沢町 

人口 6,760 人（令和 2 年国勢調査） 

面積 35.59 ㎢（令和 4 年全国都道府県市区町村別面積調） 

特徴 

位置・地勢 
・睦沢町は、房総半島の中央部のやや東
南に位置し、首都から 70km 圏内にあ
る。 

・地形は東に向かい西からなだらかな斜
面をなし、標高は 2～168m で、町のほ
ぼ中央部を瑞沢川・長楽寺川・埴生川が
流れ、町の北東部で一宮川に合流し太
平洋に注いでいる。 

 
 
                  出典：睦沢町 HP 

 
人口・産業 
・総人口は対策が何も行われないと、2060 年には 2,847 人まで減少する
と予測されている一方、人口減少対策の施策によって合計特殊出生率
と純移動率の数値目標を達成することで、2040 年約 5,500 人、2060 年
約 4,500 人となることを見込んでおり、2060 年時点で施策効果により、
予測との比較で 1,500 人超の効果を見込んでいる。 

・町の主要産業は農業であり、農業を持続させていくために、2015 年度
以降、新たに 5 つの集落営農組合を設立した他、地域の魅力創造・発
信による様々な関係人口創出・移住促進の取り組みの連携を強化する
ために農泊推進協議会を設立する等、農業の振興を目指した取り組み
を進めている。 

出典：睦沢町 HP、「第 2 期 睦沢町まち・ひと・しごと創生総合戦略」等 

 

イ）主な民間事業者 

名称 むつざわスマートウェルネスタウン株式会社 
本社所在地 千葉県長生郡睦沢町森字上耕地 2 番 1 
資本金 ― 
従業員数 道の駅における雇用者数は、目標の 30 人を上回る 51 人となっている 
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事業内容 ・SWT の一体的整備、運営を担う SPC。 
 

SPC 構成 代表企業：パシフィックコンサルタンツ株式会社 
構成企業：株式会社畔蒜工務店、東日本総業株式会社 
協力企業：株式会社ウエルネスサプライ、株式会社アルファ、株式会社鳳
設計 

出典：事業者資料 

 
名称 株式会社 CHIBA むつざわエナジー 
本社所在地 千葉県長生郡睦沢町下之郷 1650 番地 1 
資本金 900 万円 
従業員数等 ・実質的な運営は出資者であるパシフィックパワー株式会社（以下、「パ

シフィックパワー㈱」という。）が行うため、㈱CHIBA むつざわエナジ
ーとして社員は雇用されていない。 

・地域企業が小売電気事業の営業代理店となっている。 
事業内容 ・本事業を契機として設立された、発電、小売電気事業等を行う事業者。 

・主に以下の事業を行う。 
 
面的なエネルギーサービス事業 
・SWT での地元産の天然ガスを活用した発電、太陽光発電、送配電およ

び熱供給事業。 
 
小売電気事業 
・太陽光発電など地域の再生可能エネルギーから電力を調達し、公共施

設、地元企業などに供給する事業。 
・SWT 以外では、公共施設、ゴルフ場、ホテル等と契約している。供給

量としては SWT 内の施設よりもこれらの施設の比率が高い。 
出典：事業者 HP 

 

ウ）主な事業関連施設・設備 

名称 道の駅（むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅・つどいの郷）、地域
優良賃貸住宅（むつざわスマートウェルネスタウン住宅） 

所有者 千葉県睦沢町 
施設・設備概
要 

・事業区域面積：2.86ha 
 
道の駅・つどいの郷 
・温浴施設、レストラン、農産物等直売所、駐車場等 
 
地域優良住宅 
・全 33 戸（平屋建戸建住宅、2 階建戸建住宅、2 階建テラスハウス） 

整備費 約 27 億 7 千万円（維持管理約 22 年間） 
整備にあたり
活用した補助
事業等 

約 6 億 7 千万円（社会資本整備総合交付金、農山漁村振興交付金、地方創
生推進交付金） 

出典：事業者資料 
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名称 ・ガスエンジンコージェネレーションシステム 
・太陽光発電パネル 
・太陽熱パネル 
・自営線 

所有者 ㈱CHIBA むつざわエナジー 
施設・設備概
要 

・発電 
・熱活用（かん水（天然ガス採取後の地下水）の加温） 

整備費 ※非公表。総額 3 億円程度。 
整備にあたり
活用した補助
事業等 

事業化可能性調査 
・地産地消型再エネ面的利用等推進事業費補助金 
 
マスタープラン作成 
・地産地消型再エネ面的利用等推進事業費補助金 
 
設計・設備工事 
・地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金（2019 年

度民間事業者による分散型エネルギーシステム構築支援事業） 
出典：事業者資料、ヒアリング 
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３）事例ヒアリング調査結果 

ア）事業経緯・概要 

a）事業概要 

・PFI 事業として実施する SWT 整備と、SWT における発電・電力供給を行うため、

睦沢町等の出資により地域新電力会社を設立する事業を、一体的に行った事業であ

る。 

・PFI 事業においては、睦沢町の課題を解決するため、「健康づくり」「定住促進」「地

域活性化」「地域防災」の拠点となる健康支援型の「道の駅」を整備し、同敷地内に、

子育て世代を主な対象とした地域優良賃貸住宅を整備。本エリアを SWT と呼び、

2019 年に開業している。 

・SWT では、地域資源である天然ガス等を活用した発電、廃熱を活用した熱利用（温

浴施設向けの加温）が行われている。発電した電力は、SWT 内の施設・住宅におい

て使用されており、災害時にも電力を自給できる分散型エネルギーシステムが構築

されている。これら設備の導入、発電・熱供給、小売電気事業を担うための地域新電

力会社が町等の出資により設立されている。 

 

体制図 
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むつざわスマートウェルネスタウン全景 

 

出典：睦沢市「睦沢町の取組み紹介」 

 

道の駅むつざわ（道の駅（写真左）に、農水産物や加工品などを取り扱う店舗、温浴 

施設（写真右）、レストランが整備されている。） 

   

 

 

 

 

 

 

出典：パシフィックコンサルタンツ株式会社 

 

コージェネレーションシステム（コージェネレーションシステム（写真左）で、地元産天

然ガスから熱と電気が作られる。熱は温水として貯湯槽（写真中）に貯められ温浴施設に、

電気は道の駅や隣接する地域優良賃貸住宅（写真右）に供給される。） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査時撮影  
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b）事業背景・経緯 

①事業背景 

・事業の大きな背景には、東日本大震災を背景に、電力供給をはじめとするエネルギー

の独自調達の必要性が高まっていたこと、旧道の駅の老朽化への対応が求められて

いたことが挙げられる。 

・また、本事業の形成の背景には複数の課題がある。睦沢町では 2014 年に「睦沢町地

域再生・健幸まちづくり計画」を策定する等、先進予防型まちづくりを指向し、町民

の健康支援に資する施設の整備や、人口減少に対する危機感から関係人口の形成が

求められていた。 

・さらに、SWT のエリアは広域の防災拠点に指定されていたため、台風等で被災した

場合にも電力供給が維持できるよう、分散型エネルギーシステムの構築が求められ

ていた。 

 

②事業経緯 

・前項の背景により、SWT 整備事業、SWT におけるエネルギーサービス事業を総合戦

略（2015 年 10 月策定）の重点プロジェクトとして位置づけ、町の税収の約 4 年分

に当たる大規模な事業を行うこととなった。 

・分散型エネルギーシステムの構築のため、発電事業と小売電気事業を行う地域新電力

事業が、PFI 事業と並行して実施されることとなった。 

・地域新電力事業においては、発電に活用する地域資源として、400 年分以上ある豊富

な地元産の資源である天然ガスに着目した。これまで、当該天然ガスは町内に供給さ

れており、ガスの地産地消はされていたが、ガスを活用した電力の自給は行っていな

かった。 

・さらに、天然ガスによる発電で発生する余熱を活用するため、熱需要先として SWT

の温浴施設を整備することとした。 

・こうした事業要件を踏まえ、地域資源である天然ガスを活用したコージェネレーショ

ンシステムの他、太陽光・太陽熱で作った電気・熱を面的に供給するにあたり、設備

導入、小売事業を実施するための事業者が必要となり、町と事業者の出資により㈱

CHIBA むつざわエナジーが設立された。 

 

主な事業経緯 

時期 PFI 事業の経緯 地域新電力事業の経緯 

2014 年 1 月 
・睦沢町地域再生・健幸まちづくり計画 

・「健幸コンパクトタウン」町長提案 

 

2014 年 12 月 
・むつざわスマートウェルネスタウン基

本計画 

 

2015 年 1 月 
・官民連携手法検討調査 

・国土交通省「重点道の駅」選定 
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2015 年 8 月 ・PFI 法に基づく民間提案の選定 ・会社設立（6 月） 

2015 年 12 月 
・むつざわスマートウェルネスタウン実

施計画 

2016 年 10 月 ・入札公告 ・電力供給開始（10 月） 

2017 年 3 月 ・落札者の決定 ・家庭向け電力供給開始（3 月） 

2017 年 5 月 ・SPC 設立  

2018 年 ・建設期間 ・SWT 内自営線等を整備（2 月） 

2019 年 9 月 ・スマートウェルネスタウン開業 ・SWT 内電力供給開始（9 月） 

 

イ）公民連携 

a）公民連携の背景と各主体の取組み 

①PFI 事業者 

・2015 年、国土交通省「先導的官民連携支援事業」を活用し、本事業への PFI の導入

可能性調査を実施し、官民連携による事業実施についての検討を行ったことが契機

となった。 

・また、2015 年には、SWT 整備事業、SWT におけるエネルギーサービス事業を総合

戦略（2015 年 10 月策定）の重点プロジェクトとして位置づけるとともに、PFI 法

に基づく 6 条提案として「むつざわスマートウェルネスタウン事業に関する民間提

案」の募集を開始した。民間事業者からの、従前からの町の検討に沿った提案を受け、

事業に着手した。 

・事業手法を PFI とした一番の理由は、財政の平準化である。SWT の整備・運営費が

約 27.7 億円であるのに対し、町の税収は約７億円であるため、税収の 4 年分にあた

る事業費の負担が大きく、事業を町独自で実施することは難しいことから、PFI によ

り事業を実施した。 

・PFI 事業者は、SWT の設計、建設を行い、施設オープン後は指定管理事業者として

施設運営を担っている。また、地域優良賃貸住宅の入居者対応についても、町ではな

く指定管理者として PFI 事業者が実施している。 

・本事業とは別に、町と PFI 事業者間で災害協定を締結し、協定に基づき災害時の対

応も事業者が行うよう定めている。実際に災害が発生した場合、SWT においては、

基本的に町ではなく PFI 事業者が対応するが、町からも PFI 事業者に対し対応事項

を依頼し、協議により決定する建付となっている。 

 

②地域新電力事業者 

・地域新電力事業については、睦沢町内で消費できる循環型のエネルギー供給システム

を構築し、SWT においてエネルギーサービス事業を実施していくことを主な目的と

して設立された。 

・㈱CHBA むつざわエナジーは、地域資源である天然ガスを活用し、発電と熱供給を

行っている。地域で従来から天然ガスを採掘・販売する事業者から天然ガスを購入し、
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ガスコージェネレーションシステムにより発電・熱供給を行う。天然ガスは地下水に

溶けているため、ガスと水を分離した後のガス（分離後の水は「かん水」と呼ぶ）を

発電に活用する仕組みである。廃熱は温浴施設における温水の加温に使用しており、

既述のかん水を温浴施設で活用している点も本事業の特徴である。熱需要から逆算

して、適切な出力規模の発電機を選定している。 

・SWT 内に発電した電力を供給するための自営線の設置も事業者が行っており、自営

線のメンテナンス、資産管理も含め地域新電力会社が担っている（供給する電力は

SWT で発電した電力の他、外部からも受電している。SWT では約半分が外部から

の受電であり、SWT では地域新電力事業者が整備した自営線により配電を行う）。 

・地域新電力会社の収益は地域に還元し、まちづくり事業への投資に活用することとし

ている。また、㈱CHIBA むつざわエナジーに専属従業員はおらず、出資者であるパ

シフィックパワー㈱が事務等を担当しているが、地域企業が小売電気事業の営業代

理店となり、成功報酬を支払うことも、地域での資金循環に貢献している。 

・㈱CHIBA むつざわエナジーの設立にあたっては、出資比率や出資者の構成によって、

睦沢町の意向を反映しやすい体制としている。睦沢町の出資比率は約 56％とし、出

資者の構成は睦沢町の他、町商工会、株式会社千葉銀行、房総信用組合、関東天然瓦

斯開発株式会社、株式会社合同資源、パシフィックパワー㈱となっている。 

 

b）公民連携における行政の役割 

・SWT 整備と地域新電力事業を一体的に進めている点が本事業の特徴であるが、2 つ

の事業を並行して進めるため、睦沢町は、PFI 事業者と地域新電力事業者と綿密な打

ち合わせを実施し、事業全体の進捗管理、マネジメントを行っている。 

・SWT 整備事業の事業構想を検討している段階では、施設規模やコンセプトの検討、

施設に必要とされる要件を検討し、要求水準の作成を行った。 

・庁内での事業推進体制は、企画課、土木課、産業課により構成されるプロジェクトチ

ームを発足させた。議会対応においては、PFI 事業自体への理解を得ることに約 1 年

を要している他、事業の意義は理解されつつも税収に比した事業規模の大きさへの

懸念もあり、丁寧な説明を重ねながら、債務負担行為の議決を得た。 

・町民への説明については、町長と担当課が全 16 地区に出向き、町の施策を説明する

地区懇談会において説明を行う等、地域の理解を得られるように努めた。また、関係

省庁や企業へ事業を説明し協力依頼を行った他、地域新電力会社の設立にあたり、町

が他の株主候補との折衝を担う等、庁内外と様々な調整を行っている。 

・また、地域新電力事業の安定化のため、全施設の電気料金の見積もりを取得した上で、

庁舎、公民館、学校、総合運動公園など比較的規模の大きな公共施設（電気使用量の

大きい施設）を地域新電力との契約に切り替えている。 
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ウ）事業成果 

a）環境面の成果 

・SWT のエネルギー使用量について、21％の省エネを見込んでいる（出所：平成 31 年

度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（民間事業者による分散型エネルギーシ

ステム構築支援事業（経済産業省連携事業））完了実績報告要約版）。 

・他の化石燃料と比較して CO2 排出量の少ない、天然ガスによる発電を行っている。 

・ガスコージェネレーションシステムにより、かん水を加温して温浴施設において活用

し、地元産天然ガスのエネルギーを無駄なく活用している。 

 

b）経済・社会面の成果 

・以下に示すように、経済・社会面において多様な成果が創出されており、本事業の契

機となったエネルギーの地産地消による防災機能の向上、旧道の駅の老朽化への対

応による交流人口の増加等の成果が把握されている。 

 

防災機能の向上 

・分散型エネルギーシステムの構築により SWT は実際に防災拠点としての機能を発揮

している。 

・SWT 開業から間もない 2019 年 9 月、台風により睦沢町のほぼ全域が停電する災害

が発生したが、SWT においてはコージェネレーションシステムにより、温水、電力

の供給が可能となり、SWT は防災拠点として、被災者への温水シャワー提供や、ス

マートフォン等への電源供給等を行った。 

 

町内人口の増加 

・SWT の地域優良賃貸住宅には 33 世帯が居住しているが、3 世帯を除いて町外から

の移住者である。町内への転入者数についてみると、睦沢町では転入者数の目標を

1,100 人（2015 年～2019 年の累計）としていたが、2019 年度末時点で、目標値を

超える 1,129 人となっている。 

・また、町内人口の他、道の駅への来客者数が増加したことで、交流人口の増加につな

がっている。 

 

経済面の成果 

・地域新電力との契約により、エネルギー代金の域外流出防止効果、域内経済循環が期

待される。 

 

c）財政面の成果 

・地域新電力との契約により、公共施設の電気料金が 2％（2019 年度末）削減されて

いる。 
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d）事業者の成果（短期・中長期的） 

PFI 事業者 

・本事業のような規模、複合要素を含む類似事業はあまり見られず、事業コンサル会社

である PFI 事業者においては、本事業から新たな事業の知見を得ることが出来てい

る。本事業で得られた知見を、基幹業務の計画・設計に反映させ、他地区への展開可

能性を検討しており、これが事業参画動機に含まれている。 

 

地域新電力事業者 

・㈱CHIBA むつざわエナジーは、事業を大規模に拡大することや大きな利益は目指し

ておらず、SWT 等への小売電気事業を継続できる利益水準を確保することを目的と

している。 

・本事業において、自営線によるマイクログリッド構築を実現させたことで、今後の配

電事業制度への参画を検討するための貴重な事業実績となっている。 

・また、台風 15 号により千葉県で大規模な停電が発生した際、SWT においては停電

を免れ防災拠点として機能したことで、睦沢町及び地域新電力会社のアピールにつ

ながっており、対外的な評価が得られたことは事業者にとって大きな成果となって

いる。 

 

エ）苦労した点・類似事業で想定される課題等 

以下では、ヒアリングから把握された、本事例に取り組むにあたって特に苦労した

点や、類似事業で想定される課題を整理する。 

 

・PFI 事業費の約 28 億円は町の税収約 7 億円の 4 倍であり、事業費の財政負担を懸念

する議会の理解を得る必要があった。また、町外企業が参加することに対して議会、

庁内の双方から懸念があった。対応として、PFI 事業について理解を得ることから始

め、事業の仕組みや必要性、効果等について約 1年かけて説明を行った。その際、各

議員に対して事前に PFI の仕組みや予算の内容等を説明する機会を設ける等、丁寧

な対応を行った。特に、債務負担行為に向けた合意形成が必要であった。事業を実施

することで得られる成果を示すことができても事業費が大きいという点への懸念は

変わらなかったため、調整には時間をかける必要があった。 

・PFI 事業において複数の補助金を活用したため、事務手続きが発生し、会計検査が複

数あたったこともあり、多くの事務作業に対応する必要があった。 

 

オ）他自治体へのアドバイス 

以下では、ヒアリングから把握された、他自治体へのアドバイスを整理する。 
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・事業の推進母体を組成することが重要であり、まちづくり会社等を設立した上で、行

政、民間それぞれが役割を担うことが重要である。 

・事業推進段階では、再エネのエネルギー源として何を活用するかを検討し、事業が成

立するかを見極める必要がある。再エネの種類、活用可能性については、事業化の可

能性等を調査する FS 調査等により、どのような資源により、どれだけ電力を生み出

せるかを調べる必要がある。 

・先進事例を参考にしながら、事業候補地に対して、地域のどのようなニーズがあるか

を確認することも重要である。 

・行政は、上記のような結果を複合的に見て、事業を検討するべきである。 

 

カ）今後の取組拡充予定 

PFI 事業 

・20 年が経過した際の地域優良賃貸住宅の扱いは国交省との協議等次第である。 

 

地域新電力事業 

・今後の取組みとして、発電には余力があるが、配電系統の制約により売電が困難であ

るため、規制緩和や送配電系統の改善を待つ状態である。 

 

４）ヒアリングを踏まえた考察 

ア）事業構築のポイント 

・道の駅・地域優良賃貸住宅等を整備する PFI 事業と、地域の資源を活用した熱電併

給設備導入・地域新電力会社設立というエネルギー関連事業の、2 つの事業を一体的

に実施し、町が抱える様々な課題の同時解決を図ることができている。 

・地域資源である天然ガスを活用した分散型エネルギーシステムを道の駅・地域優良賃

貸住宅の敷地整備により、災害等によって周囲が停電した場合にも電力供給が可能

となり、防災と脱炭素の両立が図られている点が特徴である。天然ガスを活用した分

散型エネルギーシステムの構築は、パシフィックパワー㈱の提案に基づくものであ

り、民間企業のノウハウを活用した事業構築がなされている。 

 

イ）事業体制の構築・事業実施における課題・対応策 

a）分散型エネルギーシステムの構築・運営の担い手が必要 

・分散型エネルギーシステム構築のため、施設内の電線（自営線）の敷設、発電設備の

導入、運営を実施できる事業者が必要となる。睦沢町では、SWT 整備に先駆け、分

散型エネルギーシステムの整備から運営までを担う地域新電力を設立。事業の主体

は、ノウハウを有するパシフィックパワー㈱が担っている。 

 



  

37 

b）地域新電力の事業環境 

・地域新電力においては、ある程度の大口の需要家と契約し、事業規模を確保する必要

がある。地域の事業者のうち、特に大きな需要家であるゴルフ場やホテル等に電力を

供給している。公共施設は、庁舎、公民館、学校、総合運動公園等、規模の大きな公

共施設の契約を地域新電力に切り替え、安定した需要を創出している。 

・地域新電力の経営安定化にむけては、地域資源を活用した自主電源を保有することが

重要である。本事例では、地元の天然ガスを活用し自主電源を確保しているが、地元

産の天然ガス価格が全国平均と比較して安価なことがリスク低減に貢献している。

ただし、全ての電源が地元産天然ガス由来ではないため（地元産天然ガスの発電割合

は、SWT では半分程度、地域新電力会社としては 2 割程度）、電力市場価格の高騰

の影響を受ける。 

・分散型エネルギーシステムの構築においては、施設内の電線（自営線）の敷設、発電

設備の導入のため初期投資の負担が大きいが、ソフト・ハード両面で補助事業を活用

し、イニシャルコストの低減を図っている。 

・電力の安定供給の観点からは、分散型エネルギーシステムではあるが、東京電力から

の送電とコージェネレーションシステムを併用しているため、「自家発電が実施でき

ない場合に停電する」等のリスクはない。 
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（３）事例３ 木質バイオマスエネルギー事業 

～間伐材等の活用による森林整備と、地域通貨の活用を組み合わせたコミュニティ

の形成～ 

 

１）事業概要 

事業名 木質バイオマスエネルギー事業 

実施地 岐阜県高山市 

地域課題 
市内に豊富に賦存する木質バイオマスの活用、エネルギー循環による

域内経済循環 

脱炭素手法 再エネ（木質バイオマス） 

公民連携手法 助成事業、補助金、需要創出 

事業概要 

高山市における、多様な主体の取組みが組み合わさった、木質バイ

オマスを活用する事業。 

高山市では、市民によって、間伐材が木の駅と呼ばれる場所に集め

られ、NPO・民間事業者・公共の連携によってチップ等へ加工される

とともに、民間温浴施設向け木質バイオマスボイラーで活用されてい

る。また、公共温浴施設では、民間事業者が整備した木質バイオマス

発電・熱供給システムにより、発電・熱供給が行われている。 

関係者 

公共 岐阜県高山市 

民間 

・NPO 法人活エネルギーアカデミー（以下、「NPO 活エネ」という。） 

・笠原木材株式会社（以下、「笠原木材㈱」という。） 

・飛騨高山グリーンヒート合同会社（以下、「グリーンヒート（同）と

いう。」） 

事業者の 

業務範囲 

NPO 活エネ（木の駅を運営） 

・高山市の間伐材を流通させるための木の駅を運営。 

・間伐材は Enepo（市内協賛店で使用可能な地域通貨）と交換可能で、

NPO 活エネが Enepo を管理。 

 

笠原木材㈱（木質チップ加工、販売） 

・木の駅の間伐材受け入れ事業者。 

・チップは民間温浴施設の木質チップボイラーに供給する。 
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グリーンヒート（同）（木質バイオマス発電・熱供給） 

・木質ペレットにより発電・熱供給を行う。電力は FIT 売電、熱は公

共温浴施設「しぶきの湯」へ供給。 

事業規模・補助

事業等 

「積まマイカー事業」間伐材収集運搬事業 

・2022 年度予算：300 万円（2016 年から実施。岐阜県清流の国ぎふ

森林・環境基金事業補助金市町村提案事業（2018 年度、2019 年度）

※2020 年度以降は市単費 

 

木の駅での間伐材買取への助成金 

・高山市未利用資源活用促進事業補助金（助成先：NPO 活エネ）によ

り木の駅での間伐材買取額 6,000 円/t のうち 3,000 円/t を市が助成 

計画における 

位置付け等 

・「自然エネルギーによるまちづくりに関する提言」（以下、「提言書」

という。）（2014 年取りまとめ）、「第二次高山市地球温暖化対策地域

推進計画」（2022 年策定）において、木質バイオマスを活用した取

り組みを促進することとしている。 

 

２）関係者等情報 

ア）自治体 

自治体名 岐阜県高山市 

人口 84,419 人（令和 2 年国勢調査） 

面積 2,177.61 ㎢（令和 4 年全国都道府県市区町村別面積調） 

特徴 

位置・地勢 
・高山市は岐阜県の北部、飛騨
地方の中央に位置し、周辺
自治体との合併により日本
一面積の大きい市となって
いる。 

・標高 3,190m（奥穂高岳）か
ら 436m（上宝町吉野）まで
急峻な地形が多く、山林が
全面積の約 92％を占める。 

 
 
 
 
 
              出典：高山市自治体経営戦略調査等業務 

現状分析報告書(案)（高山市、2013.12） 
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人口・産業 
・高山市の人口は、2000 年の 97,023 人をピークに減少を続け 2015 年に
は 89,182 人となっている。2045 年には約 63,000 人（2015 年比△29．
5％）となり、高齢化率は 42．1％になると見込まれている。 

・現在の人口増減の動向は、10 歳代後半～20 歳代前半の若者が進学、就
職などにより市外へ転出し、その後戻ってくる者が少ないことによる
「社会減」が進行するとともに、出生数が死亡数を下回る「自然減」が
進んでいる。 

・産業別に市内総生産額の推移をみると、第 1 次産業、第 2 次産業、第
3 次産業いずれも近年は増加傾向となっている。 

・市内の林業経営体のほとんどが家族経営体である。林業経営体は 2005
年と比べて 2015 年では 50.9％減少し、半数以下となっている。2015
年の林業による総収入は約５億円で県内 21 市平均よりは高いが、2010
年に比べ大きく減少している。 

・高山市では、飛騨高山ブランドに対する理解を深め、市の魅力・価値を
高める様々な活動を行うことで、交流人口、定住人口の増加、地場産品
等の流通拡大など地域の活性化につなげていくため、「飛騨高山ブラン
ド戦略」を策定する等の取組みを進めている。 

出典：高山市 HP、「高山市地域経済構造分析報告書」（2018.3）、「高山市ＳＤＧｓ未来都市

計画」（2022.9）等 

 

イ）主な民間事業者 

名称 NPO 法人活エネルギーアカデミー 
本社所在地 岐阜県高山市赤保木町 297 
資本金 ― 
従業員数 ― 
事業内容 ・自然エネルギー活用を具現化することを目的に設立された NPO であ

り、本事業においては木の駅の運営を担う。 
・木の駅において間伐材と交換される地域通貨 Enepo の管理も行う。 

出典：事業者資料 

 

名称 笠原木材株式会社 
本社所在地 岐阜県高山市久々野町山梨 69-1 
資本金 1,000 万円 
従業員数 ― 
事業内容 笠原木材㈱は建築業（木造ホームビルダー）等を行う事業者であり、次の

ような事業を実施するなかで、本事業においては、木の駅に集められた間
伐材を木質チップに加工している。 
・木材業（山林伐出、原木売買、チップ、製材） 
・二級建築士事務所 
・木材産業廃棄物中間処理 
・宅地建物取引業 
・木材一般廃棄物中間処理 

出典：事業者 HP 

 

名称 飛騨高山グリーンヒート合同会社 
本社所在地 岐阜県高山市新宮町 4305 番地 
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資本金 6,400 万円（地元企業による出資） 
従業員数 ― 
事業内容 ・2014 年に設立された、本事業における公共温浴施設「しぶきの湯」に

隣接する木質バイオマス発電・熱供給システムの運営を行う事業者。 
・自然エネルギーを利用した熱供給事業及びその管理・運営として、次の
事業を行う。 

1．自然エネルギーを利用した発電事業及びその管理・運営 
2．自然エネルギー事業に関する調査及びアドバイザリー業務 
3．自然エネルギー事業を実施するために必要な設備・資材の設計、製造、

輸出入および卸売り業務 
4．温室効果ガス排出権の調達及び販売事業 
5．上記の付帯関連する一切の事業及びそれらの事業への投資 

出典：事業者 HP 

 

ウ）主な事業関連施設・設備 

名称 木質バイオマス発電・熱供給システム 
所有者 飛騨高山グリーンヒート（同） 
施設・設備概
要 

木質ペレットを燃料とし、ガス化ユニットにて可燃性ガスを生成する。当
該ガスを燃料とし、発電ユニットのエンジン駆動により発電。所内電力を
差し引いた余剰電力を系統連系により FIT 売電。発電時の熱は、隣接する
温浴施設へ供給している。 
・電気：165kW 
・熱利用：260kW（ガス化ユニット 70kW、発電ユニット 190kW） 

整備費 総事業費：2 億 650 万円（出典：「バイオマスの活用をめぐる状況」（農林
水産省,R4.11））（設備費、建屋等を含む） 
飛騨高山グリーンヒート（同）が導入可能性調査、施設整備、運営時の費
用を負担 

整備にあたり
活用した補助
事業等 

・岐阜県清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金（木質バイオマス利用施
設導入促進事業）：2,500 万円 

・高山市企業立地支援制度（企業誘致助成金）： 
初期投資 1,690 万円、固定資産税 10 年間、 
雇用支援 20 万円/人（5 年間） 

出典：事業者資料 
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３）事例ヒアリング調査結果 

ア）事業経緯・内容 

a）事業概要 

・高山市では、提言書、地球温暖化対策地域推進計画等に基づき、豊富な地域資源であ

る木質バイオマスを活用する様々な取組みが行われているが、本事例は、多様な主体

によって成り立つ、下記の事業を対象とする（本資料において、以下のとおり事業 1、

事業 2 として整理する）。 

 

体制図 

 

 

事業 1 

・高山市では、公共温浴施設「しぶきの湯」が、グリーンヒート（同）が運営する木質バ

イオマス発電・熱供給設備により熱の供給を受けている。木質バイオマス発電・熱供給

設備は、木質ペレットから可燃性ガスを生成し、ガスにより発電（FIT 売電）を行い、

発電時の熱を利用して温水を作る仕組みである。本取組みにより、灯油使用量の削減効

果がある。なお、指定管理者は熱を固定価格で買い取っているため、灯油単価の変動を

受けにくく、熱価格は比較的安定している。 

※木質バイオマス発電・熱供給設備は、チップと比較して水分量や品質の変動の少ない

木質ペレットを使用している。設備の稼働開始時点では、木の駅の間伐材を原料とし

たペレットが市内で製造されていたため、これを利用していたが、現在は製造されて

いないため、県外のペレットを使用している。なお、2023 年度内にペレット工場を

建設し、木質ペレットの内製化を実施する予定である。 

 

事業 2 

・高山市では、地域の資源である森林を有効活用するため、木の駅と呼ばれる間伐材集積

所が NPO 活エネにより運営されている。木の駅と呼ばれる仕組みは全国様々な地域で

間伐材

地域
通貨

地域通貨

間伐材
対価

木質バイオマス
発電・熱供給設備

熱

中部電力

木の駅（13か所）

市民
（森林所有者等）

地元商店

公共温浴施設
「しぶきの湯」

飛騨高山
グリーンヒート（同）

指定
管理

NPO法人
活エネルギーアカデミー

積まマイカー
（間伐材を運搬）委託

チップ

料金チップ加工場

笠原木材㈱

FIT売電 料金

地域通貨額の半額を助成

高山市

事業１

木質バイオマス
ボイラー

民間温浴施設
「臥龍の郷」

事業２

料金
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実施されているが、高山市の木の駅は 2014 年に 1 か所目が赤保木地区に整備され、現

在は 13 か所が運営されている。 

・木の駅に間伐材を運搬するのは森林所有者等の市民であり、木の駅で、間伐材は地域通

貨に交換される（6,000 円/t）。地域通貨は NPO 活エネが管理する Enepo（エネポ）と

して発行される。市民が受け取った Enepo は協賛店（市内 91 店（令和 4 年現在））で

使用することが出来る。木の駅は間伐材活用の起点となるだけでなく、地域経済の活性

化にも資するものとなっている。木の駅で木と地域通貨が交換される事例は多くある

が、Enepo は、地域の金融機関の協力を得て現金やデジタル地域通貨に交換できるこ

とが大きな特徴である。 

・13 か所の木の駅に集められた間伐材は、市が運営する「積まマイカー」間伐材収集運

搬事業（以下、「積まマイカー」という。）により回収され、民間のチップ加工場に運ば

れる。この間伐材は民間のチップ加工場に 3,000 円/t で売却されており、木の駅での市

民からの買取額とは差額 3,000 円が発生しているが、この差額は市の助成金により補

填される仕組みである。 

・間伐材の受け入れ先は市内に 2 か所あるが、そのうち、笠原木材㈱でチップ化された間

伐材は、民間温浴施設「臥龍の郷」が導入する木質バイオマスボイラーの燃料として活

用されており、同温浴施設の灯油使用量や CO2 の削減の削減に貢献している。 
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木の駅位置図・木材/Enepo 循環図 

 

出典：「エネポリポート’22」（NPO 活エネ）  
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グリーンヒート（同）が運営する木質バイオマス発電・熱供給設備（サイロ（写真左） 

に木質ペレットを投入し、木質ペレットからガスを抽出。ガスを燃料として発電ユ

ニット（写真右）でエンジン駆動により電力を得る。発電時に発生する熱は隣接す

る温浴施設に供給する。） 

 

木の駅（木の駅（写真左）で間伐材を収集。間伐材は NPO 活エネが管理する地域

通貨 Enepo（写真右）に交換される。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間温浴施設「臥龍の郷」（「臥龍の郷」（写真左）には、笠原木材㈱が納入する木質

チップ（写真中）を燃料とする木質バイオマスボイラー（写真右）が導入されており、

温水の供給に活用されている。 

出典：調査時撮影 
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b）事業背景・経緯 

①事業背景 

・高山市においては、森林整備が必要であること、地域内の経済循環（産業づくりや、

エネルギー代金の流出を防ぐこと）が必要であること、車社会であるため化石燃料依

存度が高いこと、森と人の暮らしが近いライフスタイルの推進が必要であること等

の課題が認識されていた。 

・一方、地域資源についてみると、高山市は面積の 92％が森林であることから豊富な

木質バイオマスがある他、急峻な地形と豊富な河川による水力発電や地熱発電等の

ポテンシャルを有する地域である。 

 

②事業経緯 

・上記のような市の課題と地域資源を踏まえ、また、温暖化対策の観点から、2014 年

3 月に「新エネルギービジョン」を策定し、木質バイオマスの活用を最優先としつつ、

水力、地熱も活用して「自然エネルギー利用日本一の環境都市」を目指すこととした。 

・「新エネルギービジョン」策定当時から、高山市は、木質バイオマスの活用を市だけ

で進めることは資金的にも難しく、持続可能な取組みとはならないため、民間の担い

手による取組みが重要と考えていた。このため、「高山市自然エネルギーによるまち

づくり検討委員会」（以下、「検討委員会」という。）を設置し、地域資源の活用方針

等を検討することとなった。検討委員会には多くの木質バイオマス関連事業者が参

加した他、まちづくりの視点を重視し、商工会、NPO 等も参加する体制となってい

た。2016 年 1 月、検討委員会から提言書が提出された。検討委員会においては、豊

かな森林を生かすという点が重要視されていたため、提言書では、優先的に取り組む

べきテーマとして木質バイオマスの活用が挙げられ、高山市は、提言書に基づき、本

事例の事業を実施することとなった。 

 

高山市自然エネルギーによるまちづくりに関する提言書（提言抜粋） 

提言 1 持続可能な森林経営と森林資源の適正な需要拡大を推進するとともに、木

質バイオマスの安定供給を実現する仕組みを構築すること 

提言 2 地域の民間事業者が主体となった公益性のある熱供給ビジネスの創出によ

り、木質バイオマスの需要先の拡大を図ること 

提言 3 公共施設において、民設民営の木質バイオマスによる熱供給ビジネスのパ

イロット事業を実施し、そのノウハウを蓄積・共有化することにより、地

域における人材育成を推進すること 

提言 4 自然エネルギーによるまちづくりの将来像の共有化や自然エネルギーを推

進する体制を整えることにより、自然エネルギーの利用を促進すること 
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主な事業経緯 

時期 主要な出来事・その背景 

2014 年 

・「新エネルギービジョン」策定（4 月） 

・「高山市自然エネルギーによるまちづくり検討委員会」発足 

・NPO 活エネ設立（4 月）、木の駅開始 

・飛騨高山グリーンヒート合同会社設立（8 月） 

2016 年 

・「高山市自然エネルギーによるまちづくりに関する提言書」が市に提出

される 

・積まマイカー開始 

2017 年 ・公共温浴施設「しぶきの湯」木質バイオマス発電・熱供給事業開始 

2018 年 ・民間温浴施設「臥龍の郷」における木質バイオマスボイラー稼働 

2022 年 
・新エネルギービジョンを統合し「第二次地球温暖化地域推進計画」策

定 

 

イ）公民連携 

a）公民連携の背景と各主体の取組み 

・高山市は、提言書に示された 4 つの提言を受け、また、次のような各事業者等との調

整を経て、公民連携による木質バイオマスの活用を進めてきた。 

 

① 木の駅運営団体（NPO 活エネ） 

・高山市は民間の担い手による取組みが重要と考えていたため、「新エネルギービジョ

ン」の策定や検討委員会の開催と同時期に、市民向けフォーラム「高山エネルギー大

作戦」等を開催し、木質バイオマス活用に関する情報発信を積極的に行った。こうし

た市の取組みと、周辺自治体において開催された木の駅サミット等を契機として、有

志により 2014 年に NPO 活エネが設立され、木の駅の 1 か所目の運営が開始される

こととなった。 

・NPO 活エネは、木の駅に間伐材を運搬してきた市民に、対価として地域通貨である

Enepo を発行する役割を担っている。Enepo は名刺サイズの木製のカードであり、

NPO 活エネによって、間伐材を利用して作成されている。 

・Enepo は市内 91 の協賛店（令和 4 年 6 月現在）で使用することができ、協賛店は地

域金融機関である飛騨信用組合において、Enepo と円を交換することができる（NPO

活エネの口座からの支払い）。また、Enepo は、同信用組合が発行するデジタル地域

通貨である「さるぼぼコイン」とも等価交換できる。このように、地域の金融機関と

NPO が協力を行い、間伐材を通した地域通貨の流通が行われている。 

・また、広葉樹は薪や炭に加工して NPO 活エネが販売する他、再エネに係る事業では

ないが、木の駅に立派な木が持ち込まれた場合は建材等として活用する事業も実施

している。NPO 活エネでは、用途のために木を選ぶのではなく、出てきた材を生か

すという考えに基づいて木材を活用する活動を実施している。 
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②間伐材受入事業者（笠原木材㈱） 

・笠原木材は、1957 年に創業した企業であり、リサイクル事業部において、従来から、

家を解体した際に出る木材や丸太等からチップを作り、木質バイオマスボイラーに

供給する事業を行っていた。 

・笠原木材は、木材業（山林伐出、原木売買、チップ、製材）、建築業（木造ホームビ

ルダー）等を営む企業であるため、木材による CO2 サイクルの各工程に関わりを持

っている（木が CO2 を吸収し、伐採された後は木造建築物等としてストックされ、

解体後はチップとして燃やされ CO2 が空気中に放出されるが、再び木に吸収される

というサイクル。笠原木材では木材のエコシステムと呼んでいる）。 

・「積まマイカー」の運搬先となったことでチップの取扱量が増加し、2018 年より、近

隣の民間温浴施設である「臥龍の郷」の木質バイオマスボイラーの燃料としてチップ

を供給している。 

 

③木質バイオマス発電・熱供給事業者（グリーンヒート（同）） 

・公共温浴施設「しぶきの湯」に、木質バイオマスによる熱供給事業を行うグリーンヒ

ート（同）は、地域資源を活用しようと考えた市内事業者が有志で集まったことが契

機となり、2014 年に設立された。 

・グリーンヒート（同）は、木質バイオマス資源の有効活用のため、熱電併給のシステ

ム導入を検討していた。安定した事業の実施のためには、熱需要先が必要となるため、

市との協議を経て、2017 年より公共温浴施設「しぶきの湯」に熱を固定価格で販売

することとなった（直接の熱の購入者は公共温浴施設「しぶきの湯」を運営する指定

管理者である）。また、電力は FIT により売電しており、熱と電力の販売収益により

事業を行っている。 

・事業開始当初は、市内事業者から木質ペレットの供給を受けていたが、現在は市内産

の木質ペレットがないため、県外からの調達としている。 

・2023 年度内にペレット工場建設を行い、木質ペレットの内製化と市内へのペレット

供給を開始する予定である。 

 

b）公民連携における行政の役割 

・本事業の所管課である環境政策部 環境政策推進課（環境政策推進課はヒアリング当

時の課名。2023 年 4 月より、森林・環境政策部 環境政策課となっている）は、木質

バイオマスの活用に係る事業を推進するにあたり、様々な部署との調整を行ってい

る。具体的には、公共温浴施設「しぶきの湯」が木質バイオマス発電・熱供給事業か

ら熱の供給を受けるにあたり、当該施設の関係部署である立地地域の支所や、観光課、

雇用・産業創出課、契約管財課（行政財産を貸す事業であるため）、財政課（財政負

担を伴うため）等との調整を行っている。また、「積まマイカー」の実施にあたって

は、間伐材に関する事業であるため林務課とも調整を行っている。 
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・高山市は、木質バイオマス活用における公民連携を提言に基づく事業に位置付けてい

る。「積まマイカー」事業は、提言 1 に基づく事業として位置付け、300 万円/年（令

和 4 年度）の予算によりトラックを運行している。森林資源を活用するためには、木

を定期的に運ぶ仕組みを構築する必要があるとの NPO 活エネによる高山市への働

きかけが契機となっている。高山市は、ほぼ同時期に取組みが始まっていた、しぶき

の湯における木質バイオマスの活用にも資すると考え、市のエネルギーの好循環に

貢献する事業として、実施した。2016 年から開始し、現在はトラックが市内の全 13

の木の駅を巡回し木材を回収、市内のチップ工場と薪加工事業所（NPO）に搬入し

ている。また、木の駅に市民が持ち込んだ間伐材は NPO 活エネによって地域通貨に

交換（6,000 円/t）され、高山市が半額を助成している。 

・グリーンヒート（同）の木質バイオマス発電・熱供給事業は、提言 3 に基づく「木質

バイオマス熱供給ビジネスのパイロット事業」に位置付けられている。公共施設であ

る「しぶきの湯」が熱供給先となって熱を固定価格で買い取り、熱供給のビジネスモ

デルの構築を支援している。事業計画段階時に木質ペレットの原料である原木価格

が高騰したため、発電・熱供給事業全体の事業採算性の見通しが厳しくなるという課

題が生じた際には、市が熱の買取価格を上げることで事業採算性が確保され、事業開

始に至っている。 

・グリーンヒート（同）の取組支援では、新規の特別な補助事業を設けず、既存の補助

事業である高山市企業立地支援制度（企業誘致助成金）を活用している。 

・木質バイオマス発電・熱供給システムは、高山市が設備投資をせず、民間事業者であ

るグリーンヒート（同）が設置・運営を行う。このため、高山市のリスクを懸念する

声は大きくなかったが、質問には丁寧に説明を行った。その際、安定的に稼働すれば

灯油、重油価格に比べバイオマス資源は単価が安定しているというメリット等を説

明した。 

 

ウ）事業成果 

a）環境面の成果 

①木の駅による効果 

・NPO 活エネでは、事業の成果として、間伐の本数と、間伐材のエネルギー量に該当

する灯油（削減）量、間伐による光合成が活性化されことによる CO2 吸収量を以下

の表のように整理しており、CO2 削減量、間伐材本数ともに、木の駅が開始された

2014 年以降、大幅に増加している。 

  



  

50 

木の駅の成果である間伐材本数・間伐材に相当する灯油量・CO2 削減量 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

間伐材 324 本 1,296 本 3,015 本 5.900 本 6,535 本 7,829 本 8,319 本 7,835 本

灯油 14.9KL 59.6KL 138.7KL 271KL 301KL 360KL 382KL 361KL

CO2 
削減量 37ｔ 149ｔ 347ｔ 678ｔ 752ｔ 900ｔ 956ｔ 901ｔ

 

②木質バイオマスボイラー活用による効果 

・民間温浴施設「臥龍の郷」における環境面の成果として、2019 年度実績では、160KL

の灯油使用量の削減に貢献している。 

・上記を基にした CO2 排出量の面での成果をみると、398t-CO2 の削減に貢献してい

る（灯油削減量 160KL に灯油の CO2 排出係数（灯油 2.49 ㎏-Co2/ℓ)）を乗じた値。

出典：市公表資料）。 

 

③木質バイオマス発電・熱供給システムの効果 

・公共温浴施設「しぶきの湯」における環境面の成果として、2020 年度実績では、木

質バイオマスによる熱供給によって、灯油の削減率は 55.7％となっている（125.8KL

の灯油使用量削減）。また、熱電併給システムのため、上記の熱を得る際、

982,179kWh/年の発電を行っている。 

・上記を基にした CO2 排出量の面での成果をみると、313t-CO2 の削減に貢献してい

る（灯油削減量 125.8KL に灯油の CO2 排出係数（灯油 2.49 ㎏-Co2/ℓ)）を乗じた値。

出典：市公表資料）。 

 

・①②③に示した CO2 削減量を、高山市全体の CO2 排出量（50.5 万 t-CO2（高山市

が公表する CO2 排出量の最新年度、2020 年度の排出量。高山市 HP より））と比較

すると 1％未満であるが、木の駅を開始した 2014 年以降、伐採による総材積量が大

幅に増加し森林保全の推進につながっている他、公共温浴施設における木質バイオ

マス活用が民間の温浴施設にも波及する展開もみられる。 

 

b）経済・社会面の成果 

①経済面における成果 

・市では、間伐材と交換される地域通貨Enepoの利用による経済効果を把握している。

Enepo 協賛店は高山市内に 91 店舗（令和 4 年 6 月現在）あり、約 40 万円/月が利用

されている（2017 年度には 426 万円/年が域内循環）。これまで市内量販店等で買い

物をしていた市民が、Enepo の利用を目的として地域の商店を利用している等の状

況も把握されており、地域経済の活性化に貢献している。 

・また、木の駅により、燃料費約 930 万円が域外に流出することなく域内で循環され
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た計算となる。 

・公共温浴施設だけでなく、民間の温浴施設の木質バイオマスボイラーの導入が拡大し

ており、域内経済循環の増加につながっている。 

 

②社会面の成果 

・間伐材を木の駅に運搬する登録者には、幅広い年齢層の市民がおり、運搬後に木の駅

で地域住民の交流が行われている。この他、上記のように地域の小さな商店の利用者

が増えることが住民同士のつながりを生み、コミュニティ形成効果が現れている。 

 

c）財政面の成果 

・公共温浴施設「しぶきの湯」は木質バイオマス発電・熱供給システムによる熱を固定

価格で購入しており、灯油の価格変動リスクを抑制し、公共温浴施設の運営費の安定

化に貢献している。 

 

d）事業者の成果（短期・中長期的） 

①NPO 活エネ 

・木の駅では間伐材を市民から 6,000 円/t で買い取り、民間事業者に 3,000 円/t で販売

している。差額は市の助成金 3,000 円/t により補填している。これだけでは NPO 活

エネが運営を継続することは難しいが、木の駅に持ち込まれた間伐材を全て「積まマ

イカー」に渡すのではなく、薪としての販売や、良質な材を家具や建材として利用す

るために製材所等へ運搬する等、それぞれの木に適した方法に振り分けながら、木を

全て使い切る取組みを行うことで、NPO 活エネ独自の活動を行っている。 

 

②笠原木材㈱ 

・笠原木材㈱は従前よりチップを製造しており、本事業を契機として事業の拡大を図っ

ている。同社では、木質バイオマス発電設備やボイラー向けにチップを供給する事業

の成果を次のとおり捉えている。 

・現在、円安やウッドショックにより外国産のチップ価格が高騰し、国産チップの需要

が増加している状況であるが、製紙会社への販売においては、価格の安定等において

課題がある。一方、木質バイオマス発電やボイラーは価格や需要が比較的安定してい

るため、間伐材の受け入れは、チップ販売事業の拡大や事業の安定化に貢献している。 

 

② グリーンヒート（同） 

・グリーンヒート（同）の職員は、高山市の木質バイオマス発電・熱供給設備と同様の

システムを群馬県内自治体において導入した経験を有し、その経験を生かして本事

業に取り組んでいる。 

・木質バイオマス発電・熱供給設備の運営に当たる職員がシステムの運転に精通してい
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ないと安定した稼働を行うことが出来ず、故障等によりシステムを長期間停止する

リスクが生じる。その場合には灯油による熱供給が必要となり、さらに、売電収入も

途絶えるため、事業収支に大きく影響を及ぼす。このように、機器の安定的な運転管

理のノウハウが求められるため、導入・運営の実績を積み重ねることは、事業者にと

って大きな成果となる。 

 

エ）苦労した点・類似事業で想定される課題等 

・以下では、ヒアリングから把握された、本事例に取り組むにあたって特に苦労した点

や、類似事業で想定される課題を整理する。 

 

市における課題 

・本事業を推進することに関し、反対の声は特段聞かれなかった。公共温浴施設への木

質バイオマス発電・熱供給設備導入は、市ではなく事業者による設置・事業リスク負

担であるため、市のリスクを懸念する声は少なかった。ただし、木質バイオマス発電・

熱供給システムは設備が複雑でデリケートな機器であるため、故障による停止やペ

レット価格高騰等の影響を踏まえると、安定した運営に対する懸念が熱購入者から

示された。 

・高山市では民間主導の取組みを目指したが、その体制構築は簡単ではなかった。市全

体で実施しようという雰囲気作りがされないと市だけが実施している形になり、補

助金が不可欠となってしまうことを懸念していた。結果的には、NPO 活エネが設立

され、市以外の第三者を入れたことがオール高山での取組みに大きく貢献した。 

・一方、他の様々な自然エネルギー資源が市内にあるなかで、木質バイオマス事業以外

の自然エネルギーの活用や地産地消を模索している。 

 

木質バイオマス発電・熱供給事業に関する課題 

・事業開始当初は、市内でペレットが製造されており資源の地域内循環がされていた

が、現在は製造されておらず県外から購入している。木質バイオマス発電・熱供給設

備は、ペレットとの相性が重要であるため、当初供給されていたペレットでは相性が

悪かったため、自社で品質基準を設け、品質管理を実施したことにより相性面での課

題を解決している。また、FIT 売電を行うには、FIT 認定材により木質ペレットを製

造する必要があるが、森林経営計画策定エリアあるいは皆伐ではなく間伐によって

切り出された未利用材が求められるため、近隣に大きな発電所の建設があると未利

用木材の需要が高まり材の安定調達が難しくなり、安定確保が大きな課題となる。森

林資源の地域内における持続的な利用環境を整えていくことが課題として認識され

る。なお、木質ペレットについては 2023 年度内での内製化に向け取り組みを行って

いる。 

・イニシャルコストに関しては、木質バイオマス発電・熱供給設備はヨーロッパ製の特
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殊機械を輸入しており、メンテナンス含め高価であるため、価格が高いという課題が

ある。また、事業リスク低下のためには、発電機を 165kＷ1 基ではなく 50kＷ規模

3 基にして発電の停止リスクを低減させることが有効だが、事業開始時にはペレット

を使用できる電熱併給の機器は 165kW の機器 1 種類のみであった。価格面では、当

時はまだ当該発電システムが輸入された始めた直後であり、国内需要が少ないこと

が高額設備導入の要因となっている。 

・類似事業の普及に向けては、木質バイオマスの活用に関し、投資回収が可能で取り組

む価値が十分にあることを示す情報の充実が必要である。 

 

オ）他自治体へのアドバイス 

以下では、ヒアリングから把握された、他自治体へのアドバイスを整理する。 

 

・高山市において木質バイオマス発電・熱供給システムが稼働を開始できたのは、市内

にペレット工場があることで、市内での木質バイオマスの循環が成り立つ環境であ

ったことが大きい。地域の資源を活用した発電事業においては、地域事業者の協力が

不可欠である。小規模自治体が新たな脱炭素事業や木質バイオマス事業を始める場

合、地域の優良な事業者と連携し、原料コストを抑えた仕組みを構築できれば、事業

を成り立たせることが出来るのではないか。 

・地域資源の活用や脱炭素事業を始めるにあたり、目的の設定が重要である。具体的な

目的としては、CO2 排出量の削減、地域資源の循環、森林整備等が考えられ、これ

らの目的は相互に関連しているが、まちづくりの観点を取り入れた上で、目的を明確

にすることが重要である。高山市では、「高山市自然エネルギーによるまちづくり検

討委員会」において、木質バイオマスの活用による、まちづくりへの貢献を検討した

ことが重要であったと考えている。 

・地域において、事業に求められる技術的なノウハウを持った人材がいることも重要で

ある。高山市では、木質バイオマス発電・熱供給システムを扱うことのできる人材が

いたため、取組みを開始することが出来た。また事業者が課題に直面した際、市に相

談しやすい環境であることも重要である。 

 

カ）今後の取組拡充予定 

・間伐材をチップに加工している笠原木材㈱は、木質バイオマスボイラーの導入事業者

による「臥龍の郷」における導入効果分析結果を把握しており、木質バイオマスボイ

ラーによる燃料代の削減効果等を評価している。ただし、市内に限らず、木質バイオ

マス利用による投資回収のデータが収集・分析されていない場合が多く、普及のため

には、データの収集や効果の周知が必要であると考えている。 
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４）ヒアリングを踏まえた考察 

ア）事業構築のポイント 

・高山市では、市の課題を踏まえ、再生可能エネルギーの導入のみを目的とするのでは

なく、再生可能エネルギーによるまちづくりを目指し、木質バイオマスの活用に優先

的に取り組んできた。CO2 排出量の削減、地域資源の循環、森林整備等の目的は相

互に関連しており、これらの取組みをまちづくりに生かすことを目指したため、多様

な事業者による継続的な取組みにつながっている。 

 

イ）事業体制の構築・事業実施における課題と対応策 

a）木質バイオマス活用の担い手の確保 

・高山市は、木質バイオマスの活用が持続可能な取組みとなるためには、民間主導の取

組みが創出されることが重要と考えていた。この考えに基づき、自治体や限られた事

業者等のみが木質バイオマス活用に取り組むのではなく、木の駅に木材を搬入する

地域住民、木の駅を運営する NPO、木の駅に搬入された木材をチップやペレットに

加工する民間事業者、民間温浴施設における木質バイオマスボイラー（チップやペレ

ットの活用）等、高山市内の多様な民間の取組主体がそれぞれの役割を担う体制が構

築されている。 

・間伐材を収集する NPO、発電・熱供給事業を行う新規事業者は、木質バイオマスの

活用を目指してから新たに設立されている。また、市内の既存事業者が間伐材を受け

入れてチップ化・ペレット化し、市内民間温浴施設に販売するルートも創出されたこ

とで、木質バイオマスの市内循環が成り立っている。 

 

b）発電・熱供給事業の事業採算性の確保 

・木質バイオマス活用においては、木質バイオマスの価格・流通量の安定化が必要であ

り、そのためには、材料となる間伐材等を安定的に確保することが重要である。NPO

が運営する木の駅で間伐材を集める取組みとあわせ、NPO による市への働きかけ等

により 2016 年に開始した「積まマイカー」（運搬トラック）によって、木質バイオ

マスが安定的に供給されている。また、市民が持ち込んだ間伐材を地域通貨と交換す

る仕組みを構築し、間伐材の収集促進を図っている。 

・本事業においては、木質バイオマス発電・熱供給システムにより、売電収入だけでな

く熱の販売により収入を確保し事業採算性を向上させているが、そのためには、安定

的な熱需要施設が必要となる。木質バイオマス発電・熱供給施設を公共温浴施設に隣

接させ、公共温浴施設が熱を固定価格で購入し、発電事業者の安定した収入確保を図

り、熱需要先（公共温浴施設）の灯油価格変動のリスクを回避している。これにより、

双方の経営の安定化が図られている。 

・木質バイオマス発電・熱供給事業の収益性の確保に向けては、近隣における原料調達

の他、地域のメンテナンス人材の確保も重要である。例えば、設備の維持管理として、
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熱交換機の掃除等が必要であるが、地域の人材と遠方からの人材では人件費が倍程

度の開きがある。このように、木質バイオマス発電設備のメンテナンスを市外の事業

者に依存すると、市外にお金が流失するため、メンテンナンスのノウハウを持った人

材が市内で育ち、ある程度のメンテナンスが実施できるようになることが地域内経

済循環の観点から有用である。対策として、地域の人材がメーカーによる技術教育を

受けるなど、技術的な知見を習得する必要がある。現在、グリーンヒート（同）にお

いてはある程度のメンテナンスができる体制が整い、メンテナンス費による域外へ

の資金流出を抑制することができている。 

・木質バイオマス発電・熱供給事業では、165kW 規模の設備が 1 基導入されているが、

停止すると発電量はゼロとなり、売電収入が途絶えることとなる。現在は、2017 年

の稼働から約 6 年が経過し、安定した稼働が継続できているものの、事業リスク低

減のためには、合計した規模は同じであっても 50kW を 3 基導入するなど、リスク

分散に努めるすることも有効である。  
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（４）事例４ 廃棄物発電、太陽光発電等を活用した地域新電力事業 

～地域交通、教育、防災等に取り組む地域新電力による持続可能な地域づくり～ 

 

１）事業概要 

事業名 廃棄物発電、太陽光発電等を活用した地域新電力事業 

実施地 大阪府能勢町・豊能町 

地域課題 
域外への所得の流出（エネルギー代金の流出）、地域交通の確保等の

中山間地域問題、防災 等 

脱炭素手法 再エネ（廃棄物発電の活用、太陽光発電の導入） 

公民連携手法 地域新電力への出資等 

事業概要 

地域新電力「株式会社能勢・豊能まちづくり」（以下、「㈱能勢・豊

能まちづくり」という。）が、小売電気事業のほか、能勢町・豊能町

との連携により地域が抱える課題の解決（地域経済循環、地域交通の

確保・維持、防災等）に取り組む事例。 

㈱能勢・豊能まちづくりは、廃棄物発電、太陽光発電等の電源、電

力会社から購入した FIT 電気比率の高い電気等により電力供給を行

う。また、町と連携・協力し、電力供給以外にも公用車の EV 化・省

エネ推進等の地域脱炭素事業や、地域課題解決に取り組む。㈱能勢・

豊能まちづくりは、これらの地域づくりに資する事業を企画し、町や

地域の関係主体の協力を得ながら事業を推進する。また、同社の売上

の 2％を地域づくり活動の資金として寄付し、地域へ還元する。 

関係者 
公共 大阪府豊能町・能勢町 

民間 ㈱能勢・豊能まちづくり 

事業者の 

業務範囲 

㈱能勢・豊能まちづくり（地域新電力） 

・小売電気事業 

・再生可能エネルギー（太陽光）事業（庁舎への導入、ゾーニング調

査等を通した普及促進） 

・行政における脱炭素推進（公用車の EV 化、省エネ診断等） 

・地域づくり活動と連携した脱炭素推進（電動自転車を活用した高

校生の通学支援（新しい交通モードの試行的な運用）、エネルギー

マネジメント 等） 

事業規模・補助事 地域新電力事業 
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業等 ・FS 調査：環境省「地域の多様な課題にこたえる低炭素な都市・地

域づくりモデル形成事業」 

・設立：能勢町・豊能町それぞれ出資金 1,500 千円（資本金 9,500 千

円の 15.8％ずつに当たる） 

計画における 

位置付け等 

・本取組の開始後であるが、「第 6 次能勢町総合計画」（2022 年策定）

や「能勢町地球温暖化対策実行計画」（2021 年策定）に、地域新電

力による取組みや再エネに関する取組みが位置付けられている。 

※豊能町の計画における位置づけを照会時に確認予定 

 

２）関係者等情報 

ア）自治体 

大阪府能勢町 人口 9,079 人（令和 2 年国勢調査） 

面積 98.75 ㎢（令和 4 年全国都道府県市区町村別面積調） 

特徴 

位置・地勢 
•能勢町は、大阪府、京都府、兵庫県
の結節点にあり、近畿地方全体を俯
瞰するとほぼ中心に位置している。 
•鉄軌道が敷かれていないが、大阪市
近郊に位置し、道路交通網の整備に
よって各方面にアクセスしやすい
位置にある。 

 
 
 
 
                                

出典：「第 6 次能勢町総合計画」 
人口・産業 
・能勢町の総人口は、2000 年まで増加傾向にあったが（14,186 人）、そ
の後に減少し、2020 年では 9,079 人となっている。生産年齢人口（15
～64 歳）は 2000 年をピークに減少傾向に転じ、年少人口（0～14 歳）
は 2 千人強で推移しつつ 1995 年には 2,708 人となった後は減少傾向に
ある。 
・老年人口（65 歳以上）は増加傾向が続き、2020 年には 3,767 人と、
1980 年に比べて倍増している。2000 年に老年人口が年少人口を上回り、
少子化・高齢化の進展が顕著となっている。 
・能勢町は、大都市近郊にあるにもかかわらず、栗林をはじめとする二次
的な広葉樹林が広がり、草地環境と連続した生物多様性空間が維持され
てきた。2016 年に全国 665 自治体を対象に評価された「生物多様性に
優れた自治体ランキングにおいて、生態系の豊かさと便益を評価する指
標群で全国 1 位となっている。 

出典：能勢町 HP、「能勢町都市計画マスタープランの基本的事項」等  
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大阪府豊能町 人口 18,279 人（令和 2 年国勢調査） 

面積 34.34 ㎢（令和 4 年全国都道府県市区町村別面積調） 

特徴 

位置・地勢 
・豊能町は北摂山地に位置し、標高

500m から 600m ほどの山地が連
なり、中央は猪名川の支流余野川に
よる浸食小盆地が広がっている。 

・町域の約７割が山林に占められて   
いる。 

 
 
 
 
 
 

              出典：豊能町 HP 
 
人口・産業 
・豊能町の総人口は減少傾向にあり、年少人口及び生産年齢人口の減少
と老年人口の増加により少子高齢化が進行している。近隣市町と比べ
ても、特に少子化が急速に進行している。 

・一方で、高齢者単独世帯割合は低いものの、経年では増加しており、１
世帯あたり人員も減少していることから、今後は家庭や地域における
高齢者支援のニーズが増加することが見込まれている。 

・豊能町は、大阪府の中でも特に豊かな自然に囲まれている。一方で、阪
神地域のベッドタウンとして住宅街の一面もある。これらの魅力に磨
きをかける施策に取り組み、2 つの顔を持ったまちとして発展してき
た。 

・豊能町の主要産業である農業では、高齢化による後継者問題を解決す
るため、豊能産にこだわった６次産業化と付加価値をつけるブランデ
ィングで、稼げる農業、魅力ある農業をめざしている。 

出典：豊能町 HP、「豊能町総合まちづくり計画（令和 4 年度～令和 13 年度）」等 

 

イ）主な民間事業者 

名称 株式会社能勢・豊能まちづくり 
本社所在地 大阪府豊能町 
資本金 950 万円 
従業員数 3 名 
事業内容 小売り電力事業、地域脱炭素に係る事業の企画・運営 等 

出典：㈱能勢豊能まちづくり HP 

 

ウ）主な事業関連施設・設備 

名称 太陽光パネル 
所有者 株式会社能勢・豊能まちづくり 
施設・設備概
要 

太陽光モジュール 26.4kW 
パワーコンディショナー 5.5kW 
蓄電池 16.4kWh 
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行政負担額 リース代総額（見込）6,957 千円（年額 696 千円、10 年間） 
※終了後は町へ譲渡 
※保守管理費等含む 

整備にあたり
活用した補助
事業等 

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型
エネルギー設備等導入推進事業（環境省） 
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３）事例ヒアリング調査結果 

ア）事業経緯・内容 

a）事業概要 

・地域新電力である㈱能勢・豊能まちづくりが、能勢町・豊能町との連携により、小売

電気事業に加え、脱炭素の推進及び中山間地域課題の解決（地域交通の確保・維持、

教育の質の向上、地域活力創出等）に取り組む事業である。 

・㈱能勢・豊能まちづくりは、PPA（Power Purchase Agreement）11事業として導入

した太陽光発電事業、地元の国崎クリーンセンターの廃棄物発電と FIT 電気を主に

利用し、能勢町、豊能町の公共施設へ電力供給を行う。 

・また、公用車の EV 化や公共施設の省エネ化支援などを推進するほか、地域交通（電

動自転車導入による高校生の通学手段の確保）、義務教育学校や高校学校での環境教

育、里山保全など地域課題の解決と脱炭素社会実現に資する事業を企画し推進する。 

・隣接する 2 町（能勢町・豊能町）が広域連携により取り組む事業であり、一定の電力

需要を確保するとともに両町が協力しながら地域の課題解決に取組んでいる。また、

地域の多様な主体を巻き込みながら推進している。地域づくり活動には、㈱能勢・豊

能まちづくりは、企画・運営主体として関わるほか、同社の売上の 2％を地域づくり

活動に寄付している。 

・㈱能勢・豊能まちづくりが供給する電力の内訳は、地元クリーンセンターの廃棄物発

電が全体の約半分を占めている他、再エネ比率を高めるため、FIT 電気比率の高い電

気を仕入れている。また、庁舎施設を活用した太陽光発電を活用し、温室効果ガスの

排出削減に貢献するとともに、近年、電力卸売価格が高騰する中でも卸電力市場から

の電力調達比率を低く抑えている。 

  

 
11 リースに類似した太陽光パネルの第三者所有による導入方法。自治体の財政負担なく太陽光パネルを導

入し、発電量分の電気料金を太陽光パネル設置事業者に支払う。 



  

61 

 

能勢町庁舎（能勢町庁舎（写真左）の屋根に、PPA 事業により太陽光パネルが設置

されている。庁舎脇には太陽光パネルで発電した電力を活用するため、パワーコンデ

ィショナー・蓄電池（写真右）が設置されている。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査時撮影 

 

・㈱能勢・豊能まちづくりが能勢町・豊能町と連携して実施する主な事業は以下のとお

りである。 

 

①PPA 事業を活用した太陽光エネルギーの導入 

・能勢町では、災害時の避難施設に指定されている本庁舎に太陽光発電設備及び蓄電池

を導入している。平時の CO2 削減とエネルギーコストの低減化を図っており、導入

前と比べ、年間 CO2 排出量は約 13％、年間電気料金は約 60 万円削減している。こ

れにより、災害時には避難施設へのエネルギー供給を可能とする仕組みが構築され

ている。 

・本事業は㈱能勢・豊能まちづくりが環境省補助事業（地域レジリエンス・脱炭素化を

同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業）を活用し、

太陽光発電設備等を設置し、能勢町は発電量相当分のリース料金を㈱能勢・豊能まち

づくりに支払う PPA の仕組みを適用している。これにより、町は財政負担を伴うこ

となく、太陽光発電設備等の導入を可能としている。 

 

②公共施設の省エネ診断 

・公共分野の省エネ推進の一環として、庁舎、学校など、電力需要の大きい施設を対象

に専門家を派遣し、エネルギー使用の非効率性などを診断し改善していく事業であ

る（空調の温度設定を見直す。コンセントをこまめに抜くなど）。2021 年は夏と冬の

2 回実施し、冬に実施した際は、電力市場価格高騰等を背景とした職員の意識の高ま

りもあり、省エネ診断実施後の電力使用量は従前の約半分に抑えるなどの効果も得
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られた。 

 

③公用車の EV 化 

・能勢町で CO2 排出量の最も多い運輸部門の改善の一環として、公用車の EV 化を進

めている。 

・㈱能勢・豊能まちづくりが公用車の利用や移動距離等のデータをもとに現状を分析

し、適正化の可能性有無を検討した。その結果、公用車の利用は往復 10 ㎞程度の移

動が全体の約半分を占めていることから、公用車の小型モビリティの代替可能性を

検討していくこととなり、実証的な導入を行っている。また、庁舎に配置する 15 台

の公用車の利用時間帯などを踏まえると更なる効率化の余地があり、既存の車両を 2

台削減し電気自動車 1 台に置き換える可能性なども今後の検討課題としている。 

 

④電動自転車の導入による高校生の通学手段の確保（新しい交通モードの試行的な運用） 

・地域の交通手段確保は、能勢町が抱える地域課題の一つであり、2021 年には路線バ

スが減便されるなど、喫緊の対応が求められていた。交通問題の解消に向け、公共交

通の利用者であり交通弱者でもある高校生と意見交換を行う中で、大阪府立豊中高

等学校能勢分校（以下、「能勢分校」という）の高校生から E-bike(電動アシスト自転

車)の通学等の活用が発案され、現在その導入に向けた実証を行っている。 

・㈱能勢・豊能まちづくりが各方面と調整を進め、公益財団法人国際交通安全学会の研

究プロジェクトの採択を受けることとなった（テーマ：「中山間エリアの高校通学に

おける交通課題の解決と教育的効果の測定」）。東京大学、大阪大学等から約 20 名の

有識者が参加するプロジェクトであり、2021 年以降は E-bike24 台を導入し、高校

生が安全に通学するための諸課題や活用方法などを、高校生も一緒になって考えな

がら検討を進めている。 

・併せて E-bike 導入に係る効果測定も行っており、交通モードの転換による環境負荷

軽減、保護者の送迎負担の軽減、高校生が主体的に取り組むことによる SDGｓへの

貢献など、幅広い観点からそれぞれの専門家が検証を行っている。 

 

⑤薪の活用を通した里山保全、地域新電力の活動への理解促進 

・㈱能勢・豊能まちづくりでは、再生可能エネルギーの導入促進等を図る一方、電力の

市場価格高騰の影響を受けない仕組みも必要との問題意識から、省エネや代替エネ

ルギー活用に関し、現在は薪（薪ストーブなど）の活用促進に係る実証を進めている。 

・本事業は、地域の方々が里山で木を伐採し、加工した薪を、㈱能勢・豊能まちづくり

が一定価格で買取り、薪ストーブ等の活用を促す事業である。高山市の木の駅と類似

する事業であるが、提供者が加工までを担う仕組みとしている点が異なる。㈱能勢・

豊能まちづくりは、加工機材を保有していないこと、また、加工する人材もないため、

加工済みの薪を買取る事業としている。その分、買取価格を高く設定している。 
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・薪の供給先としては、地域の事業者（窯を持つ飲食店、キャンプ場など）、道の駅「能

勢（くりの郷）」や個人（薪ストーブ）を想定しており、道の駅の薪ストーブを活用

した実証事業から開始する予定である。 

・事業性の観点からは、㈱能勢・豊能まちづくりにとってのメリットは必ずしも大きく

はないが、地域の住民が、里山の保全活動に小遣い程度の収入を得ながら参加する仕

組みを作り出すことを重視している。また、本事業は再エネ事業等と比較し、町民に

とってもわかりやすい事業であり、無関心層に対する普及・啓発効果も期待されてい

る。 

 

⑥環境教育 

・能勢分校はユネスコスクールに指定されており、文科省等の補助事業も活用しながら

国際教育、地域づくりに熱心に取組んでいるが、地域新電力と地域が連携した取組み

も環境教育の一環として活用されている。 

・具体的には、地域新電力の設立を検討する過程で、能勢分校の生徒は、座学による学

びの後、町長とともに訪独し、ドイツにおける地域新電力の取組みを視察し、その成

果の発表会も行われている。また、前述の通学手段の確保に関する取組みでは、高校

生が地域の交通手段を検討して E-bike を提案する等、地域のエネルギーや地域課題

に主体的に関わる機会が設けられている。 

・また、廃校となった旧東中学校に設置されていた太陽光パネルを活用し、高校生が能

勢分校に設置を行い、座学によって再エネについて学ぶワークショップも地域新電

力のサポートによって開催されている。この太陽光パネルを用いて発電された電力

は生徒が通学で利用する E-bike の充電や商工会青年部が主催するイルミネーション

の電源の一部などに活用され、電気の自給を学び体験する機会となっている。 

 

b）事業背景・経緯 

①事業背景 

・能勢町・豊能町は、人口減少、少子高齢化をはじめとする中山間地域課題に直面して

おり、地域経済循環分析ツール12によると能勢町のエネルギー代の流出額は約 8 億円

（総付加価値額の約 3.5％に相当）、豊能町では約 14 億円（同、約 7.6％）であった。 

・エネルギー代の地域外への流出を抑制し、地域内で資金・エネルギーの循環を創出す

ることが重要と判断し、地域新電力の設立に至った。また、地域の事業者、関係主体

との連携により本事業を推進し、地域が抱える諸課題の解決を目指している。 

・地域課題としては、特に地域交通の確保、防災が挙げられる。地域交通については、

2021 年度に路線バスが減便された結果、代替手段の確保が課題とされていた。また、

 
12 地域経済循環分析は、環境省が提供する、地域経済の長所と短所を分析し、地域のお金（所得）の流れ

を生産、分配、支出(消費、投資等)の三面から「見える化」、地域経済の全体像や、所得の流出入（お金を

稼ぐ力・流出額）、地域内の産業間取引（循環構造）を把握することができるツール。 
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防災面では、2018 年の台風 21 号によって多くの住宅で最長 3 日間の停電が発生し

たことを契機に、災害時にもエネルギーを継続して供給できる体制が求められてい

た。 

 

②事業経緯 

・2017 年に能勢町長が再生可能エネルギーの有効活用を掲げたことが事業開始の契機

となり、能勢町から豊能町への提案により、自治体連携による体制を構築するととも

に、2018 年には再エネに係る FS 調査を実施した。 

・能勢町と豊能町は、従前から廃棄物処理のほか、大阪府からの権限移譲による事務処

理の共同処理センターを設置するなどの実績があり、広域連携の素地があった。また、

地域新電力の事業性を確保するには、一定の電力需要が必要であり、単独自治体での

推進は困難な側面もあるが、連携により一定の需要を確保するという狙いもあった。 

・能勢町では、地域新電力と連携して推進する事業を“町の骨格を作る事業”と位置づ

け、FS 調査と並行し、かねてから地域との連携・協働に取組んできた能勢分校と一

緒に地域新電力の意義やあり方を検討していった。1 年目は、高校生と一緒に勉強会

を開催（先行地域の新電力会社、環境省職員等を講師役として招聘）、2 年目は高校

生と町長がドイツを訪問し、シュタットベルケを視察した。また、地域内外で検討の

成果（地域新電力を核としたまちづくりの方向性）を行い、全国の高校生が参加する

全国ユース環境活動発表大会全国大会では優秀賞、近畿大会では最優秀賞を受賞し

ている。このような活動を通し、町民への周知や理解促進を図り、地域での新電力設

立に関する機運を高めていった。また、こうした取組みが、現在の地域新電力を核と

した地域づくり活動の原点にもなっている。 

 

主な事業経緯 

時期 主要な出来事・その背景 

2018 年 
FS 調査の実施（環境省「地域の多様な課題にこたえる低炭素な都

市・地域づくりモデル形成事業」採択） 

2020 年 3 月 一般社団法人 地域循環型まちづくり推進機構設立 

2020 年 7 月 ㈱能勢・豊能まちづくり設立 

2020 年 10 月 公共施設向けの電力供給の開始 

2021 年 3 月 地球温暖化対策実行計画策定（能勢町） 

2021 年 5 月 SDGs 未来都市に認定(能勢町) 

2023 年 12 月 第 10 回グッドライフアワード環境大臣賞（学校部門）(能勢町) 

 

イ）公民連携 

a）公民連携の背景と各主体の取組み 

・2017 年の能勢町長の発案を踏まえ実施した FS 調査（2018 年）の受託事業者が、調

査後も地域への提案活動や協力者の発掘等を進め、同事業者の提案に賛同した地域

の事業者とともに地域新電力の設立準備を行う組織（一般社団法人地域循環まちづ



  

65 

くり推進機構）を設立。その後、町の協力を経て、2020 年 7 月に地域新電力（㈱能

勢・豊能まちづくり）を設立した。 

 

①株式会社能勢・豊能まちづくり 

・㈱能勢・豊能まちづくりが地域脱炭素と地域課題解決に資する事業を行政に提案し、

行政が庁内や地域の関係主体との調整を行い、事業推進を図っている。 

・㈱能勢・豊能まちづくりは両町の公共施設等に電力供給を行うとともに、売上の 2％

を地域づくり活動に対し寄付をして地域への還元を行う。 

・なお、月 1 回、両町、㈱能勢・豊能まちづくりとの定例会を開催しており、それぞれ

の取組状況等を共有する。 

・能勢町では、本事業を地域づくりの一環として推進するため、まちづくりや企画政策

を担当する総務部総務課（政策推進担当）が担当、豊能町においてもまちづくり創造

課が窓口として推進する。 

 

体制図 

 

 

b）公民連携における行政の役割 

・能勢町・豊能町は、㈱能勢・豊能まちづくりが提案する取組みに理解を示すとともに、

自治体間の連携や、地域づくり活動に協力してくれる主体との調整、議会を含めた庁

内外調整等を進め、地域新電力の設立を積極的に支援した。 

・2020 年 7 月の㈱能勢・豊能まちづくりの設立時には、能勢町、豊能町がそれぞれ 150

万円を出資している。能勢町・豊能町と㈱能勢・豊能まちづくりで事業運営の考え方、

出資比率等について協議し、地域新電力を設立するための協定を締結しているが、事

業を円滑に推進できる体制を重視し、現在の出資比率を設定した（それぞれ 16％）。

あわせて、自治体側の意向や助言を最大限取り入れること、㈱能勢・豊能まちづくり

能勢町

豊能町

株式会社
能勢・豊能
まちづくり

地域づくり活動主体
（高校、事業者、住民等）

出資・事業協力

事業提案

電力供給

電力購入

連携
周知・調整・協力依頼

寄付
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の担い手確保のための支援を行政が行うこと（地域おこし協力隊との連携など）等を

両者が確認し、同社の設立に至っている。 

・能勢町・豊能町は実証フィールドとして㈱能勢・豊能まちづくりの取組と連携協力を

図っており、同社は、環境省補助を活用した調査事業のほか、大学との連携により行

うエネルギーマネジメントに係る技術評価等、地域交通をテーマにした実証事業等、

地域脱炭素に係る事業を研究機関等から受託している。委託事業による収益は、事業

立ち上げ段階における経営の安定化に貢献している。 

 

ウ）事業成果 

a）環境面の成果 

・能勢庁舎における太陽光発電事業（PPA 事業）によって、庁舎の電力使用による CO2

排出量を年間約 13％程度削減することに寄与している。 

・また、FIT 制度を活用した再エネについては、非化石電源としての価値を算定するこ

とが出来ないため、定量的な効果としての算定は行っていないが、㈱能勢・豊能まち

づくりでは、廃棄物発電等、再エネ比率の高い電力を調達しているため、従前と比較

すると CO2 排出量は削減されている。 

 

B）経済・社会面の成果 

経済面の成果 

・能勢町・豊能町においては、電力供給を地域新電力と契約することにより、エネルギ

ー代金の域外流出を抑制し域内での経済循環を創出している。 

・能勢町では、㈱能勢・豊能まちづくりが推進する事業を、行政や町民、企業等が密に

連携しながら推進してきたことにより、地域づくり活動の担い手となりうる組織・人

との関係がこれまで以上に深化しており、今後の地域課題解決に向けた取組みの創

出が期待されている。地域外の主体との関係が創出された点も大きい。高校生が参画

するプロジェクトでは、東京や大阪などから約 20 名の有識者が参画する。高校生に

とっては、専門家や大学教員の話を聞いたり、意見交換したりするなど、これまでに

ない機会を得られている。 

・また、㈱能勢・豊能まちづくりでは売上の 2％を地域づくり活動に寄付する仕組みを

導入しており、2022 年の秋に 250 万円の寄付を行っている。この寄付活動を継続的

なものとするため、収益ではなく売上の 2％を寄付することとしている点も、本事例

の特徴である。本事業を通し住民の地域活動への参加機会が広がっていく中で、その

活動を支える貴重な財源となっている。 

 

社会面の成果 

・太陽光発電事業（PPA 事業）では、災害時、停電時でも電力が安定供給されるため、

BCP 対策としての効果が期待されている。また、同事業実施により、PPA 事業に対
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しての住民からの問い合わせが増えるなど、住民の当該分野への関心・理解を深めて

いる点も効果の 1 つと考えられる。 

・また、社会面の成果の１つに環境教育による人材育成が挙げられる。地域新電力の設

立を検討する過程では、高校生が座学や訪独等を通して地域新電力について学び、考

える機会が持たれている。また、通学手段を検討して E-bike を提案する等、地域の

エネルギーや地域課題を主体的に考える人材の育成機会となっている。 

・住民が主導するエネルギー・気候変動に関する自主勉強会が年に数回、開催されてお

り、㈱能勢・豊能まちづくりは情報提供者として登壇している。この他、継続的な企

画も進められており、高校生だけでなく、町民全体の意識の高まりにつながっている

と考えられる。 

 

c）財政面の成果 

・能勢町・豊能町ともに、公共施設の 7～8 割程度の電力を、㈱能勢・豊能まちづくり

から調達しており、従前に比べ能勢町では年間約 300 万円、豊能町では約 150 万円

の電気料金削減に貢献している。 

 

d）事業者の成果（短期・中長期的） 

・電力市場価格高騰により、経営面では厳しい状況が続くものの、能勢町・豊能町にお

ける脱炭素政策に貢献し、自らが目指す事業を推進できていることが、㈱能勢・豊能

まちづくりの事業推進要因の一つになっている。 

・小売電気事業や地域脱炭素、地域課題に係る事業に取り組むことで、地域内外からの

認知度が高まっている。その結果、大学等が実施する各種実証事業などへの参画機会

が得られるなど、ネットワークの拡大や知見の獲得が図られている。 

 

エ）苦労した点・類似事業で想定される課題等 

以下では、ヒアリングから把握された、本事例に取り組むにあたって特に苦労した

点や、類似事業で想定される課題を整理する。 

 

太陽光パネル設置に係る課題 

・太陽光パネルの導入拡大に向けては、直置き型が低コストであるが、能勢町・豊能町

は里山の風景が残されており、景観保全が強く求められる地域であるため、設置場所

及び方法においては地域住民と対話をしながら検討を進める必要がある。現在、能勢

町では太陽光発電施設設置に関する条例は制定されていないが、2021 年度から実施

中の再エネに関するゾーニング調査や、住民ワークショップによって吸い上げた住

民ニーズ等を取りまとめ、条例を制定する方針である。豊能町では、太陽光パネル設

置に係る条例が制定されており景観に対して厳しく規制がされている。 

・能勢町庁舎の屋根に太陽光パネルを導入した事業をモデルとして他の公共施設への
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導入を検討することは可能だが、老朽化が進んだ施設が多いため、荷重による耐震強

度への影響や防水施工の観点から補強工事等が必要な可能性がある。各施設の管理

計画と整合を図りつつ取組む必要があり、全庁的に更なる推進体制を構築すること

が課題である。 

 

地域新電力に関する課題 

・2020 年 12 月以降、電力の仕入価格が高騰している。それまでは、概ね 1 日平均 8

円（夏場は 5 円）/kWh 程度であったのが、一時は 180 円（一時は 250 円）/kWh ま

で高騰した。 

・地域新電力では、電力の仕入価格高騰のリスクヘッジのための保険契約をしている。

仕入価格が、あらかじめ設定した水準を上回り、かつ定められた気候条件に該当する

場合に追加支出した費用が補填される仕組みであり、昨年よりも高騰した部分をヘ

ッジすることが可能となる。保険には上限額が設定されているが、地域新電力の供給

規模は小さいため、十分ヘッジできている。ただし、供給規模が拡大した場合、上限

額を超えた部分はヘッジできないため、顧客拡大を積極的に進めることができない

のが実態であり悩ましい。 

・これまでの取組みは、町役場に関係する事業（行政にとって良いこと）が多く、地域

の方々のための取組みにまで落とし込めていない（地域の人にとって良いことはで

きていない）と考えている。今後は、地域の理解を促すための活動をより積極的に推

進していく必要があるが、新電力ではそのためのマンパワーが不足している点が課

題である。今後、地域おこし協力隊とも連携を図り、地域新電力の認知度を高め、無

関心層に訴える活動をしていくためにはまだ不十分と感じている。 

・一般の需要家は増えており、今後も拡大を図りたいが、電力の仕入価格高騰が課題と

なっている。 

・2018 年の FS 調査では、木材の卸量が小さいためバイオマス発電の事業性は低いと

いう結論であったが、今後、薪事業等を通じて木を卸す構造に少しずつ転換できるこ

とが期待される。 

・昨今の電力市場価格は、事業環境としては異常であり、ヘッジできるようなものでも

ない。地域新電力も、廃棄物発電による安定的な電力供給がなければ事業継続は難し

い。 

・財務面で問題を抱えていると、例えば廃棄物処理業者と取引をするときに預託金を求

められ、更にキャッシュが足りなくなるという悪循環になる。JEPX の取引を行う条

件（資産 1000 万円）を満たすことができず、代理調達に頼らざるを得ないのが実態

である。一度財務の問題をクリアできれば、自分で取引することができ、インバラン

スの状況に応じ前日などに調整することもできる。 
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オ）他自治体へのアドバイス 

以下では、ヒアリングから把握された、他自治体へのアドバイスを整理する。 

 

・能勢町では、企画・まちづくりに係る施策を担当する部署が本事業を担当しており、

同課の担当業務は総合計画や総合戦略、地域交通や移住定住など幅広い。本事業の推

進に当たり、環境やエネルギー等の視点にとどまらず、他の施策との関係性なども考

えながら推進できたことが事業の広がりに貢献しているものと考えられる。 

・小規模自治体であり、関係する部署との距離も近く調整が容易であったため、各種事

業の実現につながっている。これは、小さな自治体であることのメリットである。ま

た、自治体の規模に関係なく、他自治体で推進する上では、各担当部署との調整、関

連する事業をコーディネートしていく役割を果たす主体が重要と考えられる。 

・2 つの自治体が㈱能勢・豊能まちづくりと連携している点が本事業の特徴でもある。

他の自治体の取組みを参考にしながら事業を推進することができる。また、取組みの

幅も広がることが期待され、まちづくりの視点からも効果は大きいものと考えてい

る。 

 

カ）今後の取組拡充予定 

①再生可能エネルギーの普及拡大 

・能勢町および㈱能勢・豊能まちづくりでは、環境省補助事業を活用し、2021 年度か

ら再生可能エネルギーの導入促進を図るためのエリア設定に係る検討（ゾーニング

調査）を進めている。2022 年度は、太陽光パネル設置を避けたいエリアなど、住民

の考えや要望等を吸い上げるための住民ワークショップを行っている。 

・能勢町では、カーボンニュートラル実現のためには、2030 年には 16.7MW、2050 年

には 36MW の太陽光発電が必要と試算している。この試算結果をもとに、2030 年

の目標達成に向け、太陽光発電事業の拡充（設置エリア等）のあり方について、住民

の理解を得ながら検討を進めることとしている。また、その成果をもとに太陽光パネ

ルのゾーニングに係る条例の制定を予定している。 

 

②電力供給価格の変動に係る実証の推進 

・能勢町および㈱能勢・豊能まちづくりでは、地域全体で効率的なエネルギー利用に向

け、時間帯によってエネルギーの供給価格を変動させる実証事業を検討している。 

・FIT 電力の仕入価格が時間帯によって異なることを踏まえると、主に電力供給価格が

低い昼の時間帯に電力を使用（あるいは充電）し、価格が高い夜間の利用を抑制させ

る誘導が今後重要となる。そこで、まずは庁舎等を対象とした実証事業を検討してい

る。 
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③豊能町における㈱能勢・豊能まちづくりとの連携事業の推進 

・豊能町では、㈱能勢・豊能まちづくりとの連携事業を先行的に行う能勢町の取組みを

参考にしながら、㈱能勢・豊能まちづくりとの連携事業推進に向けた調整や検討を進

めている。 

・豊能町では、現時点においては地域新電力に係る意義等についての住民等のさらなる

理解を課題としており、能勢町の取組みも参考に、太陽光パネル設置や小型電気自動

車（コムス）導入など、住民が目に見える形で事業を進めていくこととしている。 

・そのための担い手として、2022 年 11 月には地域おこし協力隊を採用。地域新電力と

連携したまちづくり活動推進の担い手となり、地域住民に対する事業周知や普及・啓

発を行う。 

・また、㈱能勢・豊能まちづくりとの連携事業として、公用車の EV 化を推進するため、

現在の利用実態に係る分析を進めている。現状分析を踏まえ、EV 化の方向性を示し

ていくことを当面の目標としている。また、同町でも推進されている公共施設の再

編・複合化に係る検討と連携し、施設の新設・改修時の太陽光パネルの設置を検討し

ていく。 

・豊能町では、事業開始当初から、まちづくり創造課が事業推進の役割を果たしてきた

が、現在は、環境課の参画を得ながらより活動の幅を広げることを模索している。同

町では 2022 年度から環境課を中心に地球温暖化対策実行計画の検討を行うことと

しており、計画策定に加え、まちづくり事業との連携をより拡大していくことを目指

している。月 1 回の定例ミーティングには環境課も参加し、現在の取組みに係る情

報共有を図っている。 

 

４）ヒアリングを踏まえた考察 

ア）事業構築のポイント 

・能勢町・豊能町は、地域交通の維持等のまちの課題を踏まえると、自治体運営の見直

しが必要であることから、エネルギーを軸として”新しいまちの骨格を作る”ことを

掲げ、地域でエネルギー・資金が循環するまちを目指すこととした。 

・また、本事業推進のポイントとしては、㈱能勢・豊能まちづくりが町のニーズを踏ま

えた取組みを提案し、町が提案事業実現のために尽力する関係が構築されている点

があげられる。前掲の「薪の活用を通した里山保全」に係る取組み等においても、㈱

能勢・豊能まちづくりが発案する取組みの実現のため、町が関係団体等に声をかける

など、積極的に協力を行っている。また、㈱能勢・豊能まちづくり設立時には、事業

者が円滑に活動できる体制を構築する観点から、㈱能勢・豊能まちづくり側の提案に

基づき町の出資比率を決定している。 
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イ）事業体制の構築・事業実施における課題と対応策 

a）地域新電力、脱炭素事業の担い手の確保 

・エネルギー代金の域外流出を防ぎ、エネルギーを軸として”新しいまちの骨格を作る”

ためには、小売電気事業や様々な脱炭素事業を推進するための担い手が求められる。

そこで、能勢町・豊能町においては、小売電気事業、脱炭素事業だけでなく、地域課

題解決に資する事業（地域交通の維持、里山保全、教育支援等）も行う地域新電力を

設立した。 

・こうした設立背景により、電力市場価格の高騰を背景とした厳しい経営環境下におい

ても、地域新電力は売上の 2％を能勢町・豊能町内で活動する団体に寄付するなど町

への貢献を重視している。 

・また、地域新電力の設立に向けては、高校生と勉強会や視察等を行い、若者たちと一

緒に㈱能勢・豊能まちづくり（新電力）の意義等を考え、成果を共有し地域内での地

域新電力設立の機運を高めていった点が本事業の特徴である。 

・事業運営段階においては、地域の多様な主体を巻き込みながら事業の幅を広げてお

り、脱炭素をきっかけとした地域づくり活動の推進主体として重要な役割を果たす

なかで、地域における認知度も高まっている。 

 

b）地域新電力の事業環境 

・地域新電力の経営の安定化に向けては、ある程度の大口の需要家と契約し、事業規模

を確保する必要がある。能勢町、豊能町の 2 町が広域的に連携して地域新電力を設

立したことで一定規模の需要家を確保することができ、事業の安定化に貢献してい

る。 

・近年、電力市場価格の高騰等の影響を受け、事業環境は不透明な状況であり、㈱能勢・

豊能まちづくりは、多くの地域新電力同様、厳しい事業環境に置かれている。対応と

して、地域新電力は、自主電源比率を高めることで、電力市場価格の高騰リスクを軽

減する必要がある。本事業においては、自ら実施する太陽光発電事業（庁舎に PPA

モデルによる太陽光パネルを設置）の他、地域のクリーンセンターの廃棄物発電等の

再エネ電気を活用している。これらの電源により、全販売量の約 1/3 を賄っている。 

・太陽光発電事業の普及に当たっては、公共施設等総合管理計画で示されている各施設

の在り方や維持管理計画との整合が課題となっている。例えば、築 6 年の義務教育

学校では、築後 10 年、15 年に実施する防水工事などのタイミングに合わせ、太陽光

パネル設置の検討を進める必要がある。さらに、老朽化する施設では設置が難しいと

いう課題もある。直置き型の太陽光パネルは、地域の景観等の観点からの配慮も必要

であり、地域住民の理解や合意を要する点も事業推進上の課題である。 
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（５）事例５ 鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業 

～コンセッション制度の活用等による地域財政、地域振興への貢献～ 

 

１）事業概要 

事業名 鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業 

実施地 鳥取県 

地域課題 公共施設（水力発電所）の老朽化、職員数の減少・高齢化 

脱炭素手法 再エネ（水力・小水力） 

公民連携手法 PFI（BT＋コンセッション方式）） 

事業概要 

鳥取県における４つの水力発電所（舂米発電所、小鹿第一発電所、

小鹿第二発電所、日野川発電所）の再整備（舂米発電所を除く３施設）、

運営の PFI・コンセッション事業に係る取り組み。 

コンセッション方式により、発電所の運営等を民間事業者に任せる

ことで、民間ノウハウを最大限に活用。 

関係者 
公共 鳥取県 

民間 M&C 鳥取水力発電株式会社 

事業者の 

業務範囲 

・再整備事業対象施設に係る再整備事業 

・各運営権設定対象施設に係る運営維持業務 

・統括マネジメント業務 

・任意事情に係る業務 

・その他特定事業契約及び要求水準書に規定される業務 

事業規模・補助

事業等 

PFI 事業 

・検討時の調査費用：単県予算 

PFI 手法検討調査及び導入可能性調査業務：27,683 千円 

PFI 業務に係るアドバイザリー業務：168,019 千円 

・運営権対価：  

運営権対価一括金 約 173 億円 

運営権対価分割金 約 130 億円 

計画における 

位置付け等 

「平成２９年度第１回 県有施設・資産有効活用戦略会議」において、

多額の費用を要する大規模な発電所改修事業は、「PFI 手法の活用を

検討すべき施設整備事業」に位置づけられた。 
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２）関係者等情報 

ア）自治体 

自治体名 鳥取県 

人口 553,407 人（令和 2 年国勢調査） 

面積 3,507 ㎢（令和 4 年全国都道府県市区町村別面積調） 

特徴 

位置・地勢 
・鳥取県は、日本列島本島の西端に位置する中国地方の北東部に位置し、
東西約 120km、南北約 20～50km と、東西にやや細長い県である。北
は日本海に面し、鳥取砂丘を
はじめとする白砂青松の海岸
線が続き、南には、中国地方の
最高峰・大山をはじめ、中国山
地の山々が連なっている。 

・山地の多い地形ながら、三つ
の河川の流域に平野が形成さ
れ、それぞれ鳥取市、倉吉市、
米子市が流域の中心都市とし
て発達しているが、山地が多
く平地の少ない県である。台
風などの自然災害が少なく、
気候条件に恵まれている。 

出典：鳥取県 HP          
 
人口・産業 
・人口は、ピーク時（1988 年）以降、年少人口(0～14 歳)や生産年齢人口

(15～64 歳)は減少し、老年人口(65 歳以上)は増加を続けている。2019
年時点では年少人口が約 56％、生産年齢人口が約 76％減少する一方、
老年人口(65 歳以上)は、1985 年と比較して 2 倍以上増加している。 

・鳥取県ではこれまで、人口の最も少ない県としての機動性を発揮し、全
国に先駆けた子育て支援の充実や IJU ターンの促進、企業立地の推進
や県産品のブランド化、海外からの誘客促進等、様々な地方創生施策に
取り組んできた結果、新たな人の流れや地域産業が生まれ、移住者や正
規雇用者、外国人観光客の増加などの大きな成果が現れてきている。 

出典：鳥取県 HP、「鳥取県令和新時代創生戦略」 

 

イ）主な民間事業者 

名称 M&C 鳥取水力発電株式会社 
本社所在地 鳥取県倉吉市 
資本金 10 億 3,300 万円 
従業員数 10 名 
事業内容 ・本事業を推進する SPC（特別目的会社）。株主は三峰川電力㈱、中部電

力㈱、㈱チュウブ、美保テクノス㈱。SPC グループ全体で、222 件の水
力発電の開発・ 運用実績および 37 基のダム運用実績を有する。 

・2020 年５月に設立され、本コンセッション事業を統括し、水力発電所
の再整備業務、運営維持業務を担う。 

出典：事業者 HP 他 
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名称 三峰川電力株式会社 
本社所在地 東京 
資本金 2 億 5,000 万円 
従業員数 － 
事業内容 丸紅の 100%子会社で 9 道県に 38 カ所の水力、太陽光発電設備を持つ発

電会社 
SPC における
位置づけ 

代表企業 
SPC の社長、現地所長、電気主任技術者等を派遣し、再整備・運営の中心
業務全般を担当 

出典：事業者 HP、企業局 HP 他  

 
名称 中部電力株式会社 
本社所在地 愛知県名古屋市 
資本金 4,307 億円 
従業員数 3,127 名 
事業内容 東京電力、関西電力に次ぐ業界３位の大手電力 

SPC における
位置づけ 

ダム管理主任技術者を派遣し、ダム管理を中心とする運営業務を担当 

出典：事業者 HP、企業局 HP 

 

名称 株式会社チュウブ 
本社所在地 鳥取県琴浦町 
資本金 8,500 万円 
従業員数 650 名 
事業内容 芝グラウンドをはじめとする緑化事業、公園等施設管理を手がける会社 

SPC における
位置づけ 

運営維持業務の要員を派遣するほか、再整備業務の一次下請けを担当 

出典：事業者 HP、企業局 HP 

 
名称 美保テクノス株式会社 
本社所在地 鳥取県米子市 
資本金 1 億円 
従業員数 200 名 
事業内容 県内最大手の建設会社 

SPC における
位置づけ 

運営維持業務の要員を派遣するほか、再整備業務の一次下請けを担当 

出典：事業者 HP、企業局 HP 

ウ）主な事業関連施設・設備 

名称 舂米発電所（八頭郡若桜町） 
所有者 鳥取県企業局 
施設・設備概
要 

出力 7,900kW 

運営権対価 運営権対価一括金 約 38 億円 
運営権対価分割金 約 22 億円 

整備にあたり
活用した補助
事業等 

なし（本事業の開始前に県が再整備を実施） 
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名称 小鹿第一発電所（東伯郡三朝町） 
所有者 鳥取県企業局 
施設・設備概
要 

出力 3,600kW 

運営権対価 運営権対価一括金（再整備業務費相当額） 約 43 億円 
運営権対価分割金         約 12 億円 

整備にあたり
活用した補助
事業等 

なし（本事業により再整備） 

 
名称 小鹿第二発電所（東伯郡三朝町） 
所有者 鳥取県企業局 
施設・設備概
要 

出力 5,200kW 

運営権対価 運営権対価一括金（再整備業務費相当額） 約 43 億円 
運営権対価分割金        約 18 億円 

整備にあたり
活用した補助
事業等 

なし（本事業により再整備） 

 
名称 日野川第一発電所（日野郡日野町） 
所有者 鳥取県企業局 
施設・設備概
要 

出力 4,300kW 

運営権対価 運営権対価一括金（再整備業務費相当額） 約 49 億円 
運営権対価分割金         約 78 億円 

整備にあたり
活用した補助
事業等 

なし（本事業により再整備） 
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３）事例ヒアリング調査結果 

ア）事業経緯・内容 

a）事業概要 

・本事業は、鳥取県が保有する舂米発電所、小鹿第一発電所、小鹿第二発電所、日野川

第一発電所の計 4 つの水力発電所を対象に運営権を設定する、日本初の水力発電所

を対象とした PFI コンセッション事業である。 

・本事業による年間発電量は、一般家庭約 2 万世帯以上分の年間電力消費量を見込ん

でおり、地域共生が水力発電事業に不可欠であるという考えのもと、20 年に亘り事

業を運営する（運営期間 20年、オプション行使による延長を含めると最長で 50年）。 

・事業者の業務内容は、以下の通り、義務事業及び任意事業により構成されている。 

 

義務事業 

・再整備業務 

小鹿第一発電所、小鹿第二発電所、日野川第一発電所の再整備業務 

 

・運営維持業務 

舂米発電所、小鹿第一発電所、小鹿第二発電所、日野川第一発電所の運営業

務、維持管理業務 

 

・統括マネジメント業務 

任意事業 
・義務事業の円滑な実施及び運営権設定対象施設の機能を阻害せず、かつ、

義務事業に関連する範囲内で可能 

 

体制図 

 

出典：鳥取県企業局資料を基に作成 

 




